
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報

第
二
十

一
号

(平
成
五
年
三
月
十
八
日
)

鴎
外

「祖
先
系
譜
」
考

)(

森
家

の
祖

先

に

つ

い
て
鴎

外
自
身

は
、
『徳
富

蘇

峰
氏

に
答

ふ

る
書

』
(初

出

は

「
国
民

新
聞

」
〈
明
治

23

・
6

・
23
>
掲
載

の

『蘇
峰

先
生

に
答

ふ

る

書

』
)

で
次

の
よ
う

に
記

し

て

い
る
。

吾
家

は
累

世
津

和
野
侯

に
仕

へ
し
医

な
り
。

慶
安

間

に
卒

せ
し
森

玄
篤

よ

り
天
保

二
年

に
卒

せ

し
森
秀

菴

ま

で
十

一
世

、
皆
典

医

な
り

き
。

祖

父
玄
仙

、
後

に
白

仙

と
改

む
。
秀

菴
が
養

子

な
り

。
奥
附

を

拝

す
。
時

の
典

医
堀
杏

菴

、
平

田
玄
叔

、
加

藤
玄

順
等

と
大

に
脉

を

論
ぜ

し

こ
と
あ

り
。
当

時

の
書
柬

等
家

に
蔵

し

た
り

。
漢
文

も
雅
健

に
て
、
議
論

観

る

べ
き
も

の
あ

り
。
江

戸

に

て
客

死

せ
し

は
文
久

元

年

の
事

な

り
き

。
家
君

名

は
静
男

、
母

君

と
共

に
猶

す

ご
や

か
な

り
。

次

に
鴎
外

が
医

学
博

士
号

を
授
与

(明
治

24

・
8

・
24
)

さ
れ

た
折

の

山

崎

一

穎

談
話
『森
林
太
郎
氏
が
履
歴
の
概
略
』
が
、
「東
京
医
事
新
誌
」
(明
治
24
・

9
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
抜
書
す
る
。

私
の
祖
先
が
石
見
の
国
で
十
四
代
続
い
て
医
者
を
し
た
と
い
ふ
こ

と
、
私
が
石
見
の
津
和
野
で
産
れ
て
、
始
め
に
和
蘭
陀
学
者
の
藩
医

に
就
い
て
和
蘭
語
を
修
め
、
そ
れ
か
ら
東
京

へ
来
て
医
者
に
な
ら
う

と
云
ふ
目
的
で
独
逸
語
を
修
め
、
大
学
に
入

つ
て
か
ら
医
科
の
業
を

卒

へ
て
、
陸
軍
の
軍
医
に
な
り
、
陸
軍
衛
生
上
の
組
織
を
取
調
べ
、

兼
て
普
通
の
衛
生
学
と
軍
事
衛
生
学
と
を
修
む
る
為
に
、
独
逸
に
留

学
を
命
ぜ
ち
れ
た
ま
で
は
、
別
に
こ
れ
と
い
ふ
面
白
い
事
も
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
省
き
ま
す
。
(坂
井
為
次
速
記
)

さ
ら
に
、
鴎
外
筆
に
成
る

『西
周
伝
』
(明
治
31
・11
)
の
中
か
ら
、
森

家
に
関
す
る
記
述
を
抜
書
す
る
。

周
の
父
時
義
は
森
高
亮
の
二
男
に
し
て
小
松
氏
の
出
な
り
。

高
亮

一
51
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周
菴
と
号
す
。
高
亮
の
父
を
玄
叔
と
な
す
。
玄
叔
の
父
を
玄
篤
と
な
す
。
布
施
田
某
の
二
男

に
し
て
、
母
森
氏
の
出
な
る
を
以
て
、
森
氏
の
嗣
と
な
り
ぬ
。
…

…
時
義

初

め
覚

馬

、

中

ご

ろ
寿

仙

と
称

し
、
後

寿
雄

と

改
む
。

文
化

四
年

九
月

を
以

て
生

る

。

(中

略
)
明
治

三
年

正
月
仕

を
致

し
、

十

四
年

四
月

二
十

日

に
歿

す
。

時
義
に
兄
あ
り
て
立
本
と
日
ふ
。
高
亮
の
嗣
子
た
り
。
世
を
早
う
す
。
高
亮
乃
ち
時

義
の
弟
秀
菴
を
以
て
嗣
と
な
す
。
秀
菴
故
あ
り
て
周
防
国
山
口
に
逃
れ
、
奥
氏
を
襲
ぎ
、
名

を
改
め
て
道
与
と
云
ふ
。
亦
世
を
早
う
す
。
森
氏
は
則
ち
佐
佐
田
綱
浄
と
い
ふ
も
の
其
後
を

承
け
、
一
女
を
生
み
、
長
門
の
人
静
男
を
納
れ
て
婿
と
す
。
静
男
林
太
郎
を
生
ま
し
む
。
時

義
の
妹
を
千
代
と
な
す
。
都
守
勝
七
の
室
な
り
。
そ
の
出
一
女
は
原
田
某
に
嫁
し
、
四
子
長

男
は
夭
し
、
二
男
は
家
を
襲
ぎ
、
三
男
は
弥
重
氏
に
養
は
れ
、
四
男
は
今
井
氏
に
養
は
る
。

時
義
の
弟
を
正
家
と
な
す
。
高
亮
の
四
男
に
し
て
、
梁
田
正
敏
に
養
は
れ
、
そ
の
二
女
を
配

と
す
。
…
…

正
敏

の
長
女

兼
年

十
九

に
し

て
時

義

に
嫁

す
。
即

ち
周

の

母

な

り
。

鴎
外

の

こ
れ
ら

の
記

述

は
弟

の
潤

三
郎

の

『
鴎
外

森
林

太

郎

』

(
昭
和

17

・
4
、
丸

井
書
店

)

や
、
妹

の
小

金
井

喜
美

子

の

『森

鴎
外

の
系

族
』

(昭
和

18

・
12
、
大

岡

山
書
店

)

に
於

い
て
も
継

承
さ

れ
、
第

二
次

岩
波

版

『
鴎
外

全
集

』
第

二
十

四
巻

(昭

和

29

・
3
)

も

こ
れ
ら

の
記
述

を
踏

ま

え
、

さ
ら

に
若
干

の
修

訂
を

加

え
た
上

で
、

第

三
次
岩
波

版

『
鴎
外

全

集
』

第

三
十

八
巻

(昭
和

駒

・
6
)

に
次

の
よ

う
な

「
森
家

略
系

譜
」

を

掲
げ

て

い
る
。

こ

の
第

二
次

岩
波

版

『鴎

外
全

集
』

の
別

巻

一

(昭
和

30

・
9
)

に
、

鴎
外
自

筆

略
年
譜

と
も

い
う

べ
き

「自

紀
材

料
」
が
新

た

に
収

録

さ
れ

た
。

　　
エ
　

「自
紀
材
料
」
の
冒
頭
に

「明
治
九
年
調
査
」
と
あ
っ
て
、
「○
祖
先

慶

さ
　
　

木
島
氏

靜
男
(泰
造
靜
泰
)

-

纛
　羈
爵

(、、)鍵

㈱

安
二
己
丑
歳
六
月
二
十
五
日

森
玄
佐
卒

鼻
祖
/
二
百
二
十
八
年
前
」

に
始
ま
り
、
「文
久
元
辛
酉
歳
十

一
月
七
日

森
白
仙
卒

十

一
世
/
十
六

年
前
」
で
終

っ
て
い
る
。
森
玄
佐
か
ら
森
白
仙
に
至
る
二
十
六
名
の
没
年

月
日
、
氏
名
ま
た
は
号
、
何
代
目
に
当
る
か
が
記
さ
れ
、
さ
ら
に
、
各
自

が
没
し
た
の
は

「現
在
」
(明
治
九
年
時
)
か
ら
数
え
て
何
年
前
に
あ
た
る

か
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
引
用
し
た
鴎
外
自
身
の
経
歴
談
の
祖
先

譜
と
は
相
違
し
て
い
る
。

こ
の

「自
紀
材
料
」
公
表
以
後
の
諸
家
の
鴎
外
年
譜
は
、
「自
紀
材
料
」

に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
家
系
上
の
諸
問
題
は
、
長
谷
川

泉
氏
が

〈写
真
作
家
伝
叢
書
2
>
『森
鴎
外
』
鹽(昭
和
40
年
4
月
15
日
、
明

治
書
院
)
に
於
い
て
、
「自
紀
材
料
」
と
津
和
野
町
永
明
寺
の
森
家
の
墓
石

と
の
対
照
を
試
み
た
こ
と
に
よ

っ
て
研
究
の
端
緒
が
開
か
れ
た
。
昭
和
三

十
六
年
二
月
の
時
点
で
、
関
良

一
氏
は

「自
紀
材
料
」
と
鴎
外
筆
の

『西

周
伝
』
と
に
焦
点
を
絞
り
、
鴎
外
自
身
の
手
に
な
る
文
献
の
み
を
お
も
な

一
52
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よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
鴎
外
の
家
系
に
つ
い
て
、
ま
た
鴎
外
そ
の
人
に
つ
い

て
考
え
る
と
ど
う
い
う
結
果
に
な
る
か
と
考
え
、
未
定
稿
「鴎
外
家
系
考
」

を
執
筆

(未
発
表
)
し
て
い
た
。

一
方
、
長
谷
川
泉
氏
は

「国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
(学
燈
社
)

誌
上
に
鴎
外
の

『ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
(明
治
42
・
7
)
の
記
述
の
虚

実
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
鴎
外
伝

『ヰ
タ
・セ
ク
ス
ア
リ
ス
』
の
連
載

(昭

和
40
・
7
～
41
・10
)
を
始
め
た
。
こ
の
連
載
中
、
〈写
真
作
家
伝
叢
書
2
>

『森
鴎
外
』
で
掲
載
し
た

「自
紀
材
料
」
と
墓
石
と
の
対
照
表
を
再
録
し
、

さ
ら
に
、
津
和
野
の
光
明
寺
に
現
存
す
る

「過
去
帳
」
の
中
の
森
家
に
関

す
る
記
載
事
項
を
郷
土
史
家
森
澄
泰
文
氏
の
調
査
に
基
づ
い
て
詳
細
に
紹

介
し
つ
つ
、
森
家
の
家
系
の
全
貌
を
考
察
す
る
と
い
う
画
期
的
な
論
考
を

発
表
し
た
。
の
ち
に
こ
の
連
載
は
、
単
行
本

『鴎
外

「ヰ
タ

.
セ
ク
ス
ア

リ
ス
」
考
』
(昭
和
43
年
7
月
5
日
、
明
治
書
院
)
と
し
て
上
梓
さ
れ
た
。

関
良

一
氏
は

「
二
松
学
舎
大
学
論
集
」
〈昭
和
四

一
年
度
〉
(昭
和
四
十

二
年
三
月
三
十

一
日
、
二
松
学
舎
大
学
)
に

『鴎
外
家
系
考
』
を
発
表
し

た
。
関
氏
は

「前
書
」
で

「篋
底
の
旧
稿
の

一
部
を
執
筆
当
時
そ
の
ま
ま

の
形
で
公
に
す
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
、
以
下
に
印
字
す
る
拙
考
の
「本

論
」
以
外
の

「註
」
な
ら
び
に

「追
記
」
は
、
主
と
し
て
長
谷
川
氏
の
論

著
を
参
照
し
て
、
昭
和
四
十

一
年
十

一
月
に
加
え
た
補
訂
で
あ
る
」
と
記

し
て
い
る
。
関
氏
は
の
ち
に
、
「鴎
外
」
3
号
(昭
和
四
十
二
年
七
月
九
日
、

森
鴎
外
記
念
会
)
に

「
二
松
学
舎
大
学
論
集
」
掲
載
の
論
文
を
転
載
し
、

新
た
に

「微
細
な
訂
正
」
を
加
え
て

『鴎
外
家
系
考
』
の
完
成
稿
と
し
た
。

な
お
、
「鴎
外
」
3
号
に
は
長
谷
川
泉
氏
も

『森
家
の
墓
地
』
と
題
し
て
、

森
家
の
家
系
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
る
。

二
人
の
先
学
が
家
系
を
検
討
し
た
上
で
、
疑
問
は
疑
問
と
し
て
今
後
の

問
題
点
と
し
て
残
し
た
所
は
別
と
し
て
、
今
日
で
は
先
学
の
分
析
、
考
察

は
動
か
ぬ
所
で
あ
る
。
こ
の
定
説
化
し
て
い
る
家
系
考
に
対
し
て
、
あ
え

て
本
稿
を
執
筆
す
る
所
以
は
、
根
本
資
料
と
な

っ
て
い
る

「過
去
帳
」
の

記
載
に
脱
落
が
あ
る
こ
と
を
見
つ
け
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を

補
足
し
て
読
む
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
れ
を
考
え
て
見
る
こ

と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
ま
ず
、
脱
落
箇
所
を
次
に
明
記
し
て
お
く
。

「自
紀
材
料
」

天
明
三
癸
卯
年
十
月
十
三
日

森
玄
磧
卒

　マ
マ
へ
　
　

五
十
四
年
前

天
明
元
辛
丑
歳
八
月
十
七
日

森
玄
叔
卒

九
十
六
年
前

六
世

七
世

*
山
崎
注
記

o
「位
」
は
位
牌
の
存
置

を
示
す
。
朱
筆
。

o
□
は
虫
食

い
で
判
読

不
能
。

O
h
凵

内
脱
字
箇
所

　

○
「自
紀
材
料
」は
玄
磧

と
記
し
て
い
る
が
、

「過
去
帳
」「墓
石
」と

　

も

に
玄
碩

と
記

す
。

「過
去
帳
」天

明
三
癸
卩ワ

位

学
到
玄
碩
居
士

森
玄
碩
コ
ト

於
京
都
死
ス

ロ
凵
…困
凶

十
月
十
三
日

天
明
元
丑
年

東
林
堂
遊
誉
玄
叔
誦

。

森
玄
叔
『剛

冖
53

一

位



⇔

を
次

に
掲

げ

る
。
資
料

に
は

一
切

手

を
入

れ
な

い
。
従

っ
て
、
「
清
誉
令

意

長
谷
川
泉
氏
に
倣
っ
て、
「自

紀材

料」

(
注
2)

(
注
3)

「
墓

石
」

「
過

去
帳
」
の

対

照
表

ま
に
し

て

あ
る
。

信
女ー

i森

玄篤

」
と
あ
っ
て
も、
「
森
玄
篤
息女

」
と
補記

せ
ず
そただし、元号の傍記の西暦は山崎が記した

「
自紀

材料

」

の
記
載(明治九年調査

)一八七六

永
明
寺
の
森
家
墓
石付本性寺、

常
明寺

光
明寺

の
「
過
去
帳」

の
記
載付常明寺

○祖

先

慶安

二
己
丑
歳
六
月
二
十
五
日

一
六
四
九

森玄

佐卒

鼻祖

二
百
二
十
八
年
前

元
禄
十
丁
丑
歳
二
月
二
十
五
日一六九七森玄篤卒

二
世百八十年前

元
禄
十
丑
年位行誉玄篤居士

也
五
朋

森
医
師

元
禄
四
辛
未歳

四
月
八
日一六九一玄篤妻卒百八十六年前

元
禄
四
壬
辛未

年位品誉妙階信女

烟

朋

森
玄
篤
室

(

丙)

(注

4
)

享
保
元
乙
申
年
八
月
八
日一七一六玄篤長子卒百六十一年前

享
保
元
丙
申
年位秋岳智幻童子

照

朋

森玄

仙
子



享
保
七

壬
寅
歳
二
月

一
日

一七
二
二

同
上
二
子
卒

百
五
十
五
年
前

享
保
三
戊
戍
歳
年
六
月
十
五
日

一七
一
八

玄
篤
女
卒

百
五
十
九
年
前

享
保
九
甲
辰
歳
六
月
十

一
日

一七
二
四

森
玄
叔
卒

百
五
十
三
年
前

享

保

十

八

癸
丑

年
九

月
三
十

日

一
七
三
三

同

上
妻
卒

百
十

九
年

前

(注
6
)

三
世

享
保
十
六
辛
亥
年
十
二
月
二
十
二
日

一七
==

周
菴
妻
卒

百
四
十
五
年
前

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

享
保
十
六
辛
亥
年

栄
岳
妙
現
大
姉

十

一
月
廿
二
日

森
周
菴
妻
阿
長

●

享
保
七
寅
年

位
清
祐
童
子

享
保

三
戌

年

祠
森
ニ
ア
リ
(注
5
)

清

誉
令
意

信
女

享
保
九
辰
年

位
儒
誉
玄
篤
行
慧
据

享
保
十
五
戌
年

真
誉
妙
珠
大
姉

享
保
十
八
丑
年

位
聞
誉
了
光
大
姉

享
保
十
六
亥
年

位
栄
岳
妙
現
大
姉

郷

朋

森
玄
篤
子

杁
五
朋

森
玄
篤

杁
酳

森
玄
篤
「

齔
八
朋

森
玄
篤
晏

掛

朋

森
玄
篤

丗
酪

森
周
菴
室

一
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宝
暦
八
戊
寅
歳
六
月
二
十
日

一七
五
八

森
周
菴
卒

百
十
九
年
前

延
享

三
丙
寅
歳
三
月
六
日

一
七
四
六

同
上
子
卒

百
三
十

一
年
前

己
丑

(六
)

一
七
六
九

明
和

五

戊
子
歳

十
月

二
十

九
日

一
七
六
八

森

千

三
郎

卒

百

九
年
前

明
和
八
辛
卯
年
十
二
月
六
日

一
七
七
一

森
菊
亠蔵
亠梺

百
六
年
前

安
永
五
丙
申
年
五
月
二
十
二
日

一七
七
六

森
玄
佐
卒

百
六
年
前

四
世

五
世

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

右
側
面

正

面

左
側
面

宝
暦
八
戊
寅
年

帰
真

見
誉
杏
林
周
菴

居
士

六
月
二
十
日

森
周
菴
高
包
墓

延
享
三
丙
寅
季

智
雛
童
子

三
月
六
日

森
周
庵
子
息

俗
名

嘉
吉
墓

明
和
八
年
夘
季

杏
林
恵
玉
童
子

十
二
月
六
日

森
喜
久
蔵

安
永
五
丙
申
年

杏
林
堂
利
庭
玄
佐
居
士

五
月
二
十
二
日

宝
暦
八
戊
寅
年

見
誉
杏
林
周
菴
居
士

延
享
三
寅
年
.

智
雛
童
女

明
和
八
卯
年

香
林
恵
玉
童
子

猷

朋

森
周
菴

　餔

森
周
菴
女

卅
二
朋

森
玄
叔
子

一
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安
永
五
丙
申
歳
四
月
十
日

一七
七
六

同
上
妾

百
六
年
前

天
明
三
癸
卯
年
十
月
十
三
日

一七
八
三

森
玄
磧
卒

五
十
四
年
前

天
明
元
辛
丑
歳
八
月
十
七
日

一
七
八
一

森
玄
叔
卒

九
十
六
年
前

寛
政
四
壬
子
歳
三
月
九
日

一
七
九
二

同
上
妻
卒

八
十
五
年
前

六
世

七
世

裏

面

森
玄
佐
墓

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

天
明
三
癸
卯
年

学
到
玄
碩
居
士

十
月
十
三
日

飯
田
二
男

森
玄
碩
源
高
際

天
明
元
辛
丑
年

東
林
堂
遊
誉
玄
叔
居
士

八
月
初
七
日

森
玄
叔
墓

寛
政
四
壬
子
年

遊
林
院
霊
月
恵
妙
大
姉

三
月
初
九
日

岩
手
西
入
末
娘

森
玄
叔
妻

天
明
三
癸
卯

位
学
到
玄
碩
居
士

於
京
都
死
ス

天
明
元
丑
年

位
東
林
堂
遊
誉
玄
叔
鋸

寛
政
四
壬
子
年

位
遊
林
院
霊
月
恵
明
大
姉

□
□

七

森
玄
碩

コ
ト

ニ
十
六
才

十

月
十

三
日

森
玄
叔

「

、

慎
治
父

森
周
庵
養
母

三
月
初
九
日

一
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壬
寅

(天
明
二
)

享

和
元

辛
酉
歳

一
月
十

七
日

一
八
○
一

森

周
菴

卒

七
十

六
年
前

文
化
七
庚
午
歳
十
二
月
二
日

一
八
一
〇

同
上
妻
卒

六
十
七
年
前

文
政
二
己
卯
歳
十
二
月
十
七
日

一八
一
九

森
立
本
卒

五
十
八
年
前

八
世

九
世

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

享
和
元
辛
酉
歳
正
月
十
有
七
日

蟠
龍
斎
遍
誉
周
菴
居
士

森
周
菴
源
高
智
之
墓

哀
子
森
玄
仙
源
高
亮
建
之

文
化
元
甲
子
年

清
光
院
妙
春
日
遊
大
姉

(注
7
v

二
月
十
有
六
日

岩
手
小
次
越
智
盛
有
妻

森
玄
叔
公
徳
娘
勝
女

行
年
三
十
八
歳
卒

森
周
庵
高
知
妻

光
照
院
明
誉
摂
取
大
姉

文
化
七
庚
午
十
二
月
二
日

岩
手
小
次
盛
章
養
女

実
森
玄
叔
公
徳
五
女

享
和
元
辛
酉
年

位
蟠
龍
斎
遍
誉
周
庵
居
士

文
化
七
庚
午
年

光
照
院
明
誉
摂
取
大
姉

槲
二
朋

文
政
二
己
卯
年

位
雕
朽
斎
立
本
居
士

正
月
十
七
日

森
周
庵

森
玄
仙
母

粧

朋

森
玄
仙
嫡
子

一
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文
政
八
乙
酉
歳
六
月
二
十
日

一
八
二
五

森
覚
馬

五
十
二
年
前

天
保
二
年
辛
卯
四
月
二
十
五
日

一
八
=
=

森
秀
菴
卒

四
十
六
年
前

天
保
十
四
癸
卯
歳
二
月
二
十
日

一八
四
三

同
上
妻
卒

三
十
四
年
前

嘉
永
四
辛
亥
歳
二
月
四
日

一
八
五
一

貞
吉
卒

二
十
五
年
前

十
世

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

天
保
二
季
辛
卯

河
陽
森
君
之
墓

四
月
廿
又
五
日

八
代
目

森
秀
葬
源
高
亮

孝
子森

亮
良
立
石

天
保
十
四
癸
卯
年

河
陽
森
君
之
室
墓

二
月
二
十
日
卒

一心
院

実
小
松
直
右
衛
門
正
峯
五
女

嘉
永
四
辛
亥
歳

森
貞
吉
墓

二
月
四
日

航
森
玄
仙
嫡
子
三
歳
早
世

f
法
号

容
幻
童
子

文
政
八
乙
酉
年

位
浄
還
童
子

天
保
二
辛
夘
年

位
広
済
軒
真
誉
秀
庵
鋸

燃

朋

森
周
菴

伜

覚
馬
「
(注
8
)

八
代
目

(注
9
)

四
月
廿
五
日

森

秀

菴
高
亮

天
保
十
四
癸
卯
年

位

一
心
院
清
誉
浄
貞
大
姉

肛

朋

嘉
永
四
辛
亥
年

墓
容
幻
童
子

森
玄
仙
母

九
代

(注
-o
)

町

朋

森
玄
僊
攣

貞
吉
「
三
才

一
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文
久
元
辛
酉
歳
十

一
月
七
日

一八
六
一

森
白
仙
卒

十
六
年
前

十

一
世

右
側
面

正

面

左
側
面

裏

面

右
側
面

正

面

左
側
面

文
久
元
辛
酉
歳

森
白
仙
綱
浄
墓

十

一
月
七
日
卒

十
代
目

森
靜
泰
立
石

石
州
津
和
野
医
宦

嗣
子
森
靜
泰

立
石

森
白
仙
源
綱
浄
墓
(注
12)

文
久
元
辛
酉
歳

十

一
月
七
日

正

面

森
清
遺
骨
合
墓

裏

面

明
治
三
十
九
年
七
月
十
二
日
卒

正

面

森
峯
之
墓

文
久
元
酉
年

位
靜
遊
院
義
誉
白
仙
居
士

義
禅
玄
忠
信
士

東
海
道
土
山
ニ
テ
死
ス

計
蜻

森
泰
三
父

土
山
常
栄
寺
法
名
(注
U
)

文
久
元
辛
酉
年

義
禅
玄
忠
信
士
(注
-3
)

*
滋
賀
県
甲
賀
郡
土
山
町
南
土
山
甲
五
三

一
番

地
、
臨
済
宗
東
福
寺
派
別
格
地
瑞
宝
山
湖
東

禅
林
常
明
寺
の

「過
去
帳
」
に
依
る
。

明
治

三
十

九

丙
午

年

東
京
本
郷
区
駒
込
千
駄
木
町
千
二
十

」
番
地

安
養

院
南

山
壽

昌
大

姉

七
月

十

二
日

森
林

太
郎

祖

母

(注
14
)

セ
イ

八
十

二
年

右
ハ
亡
夫
当
寺
二
埋
葬
致
シ
有
之
候
二
付
本
人
遺
言
由
二
而
白
骨

　
マ
マ
　

持
参
致
便
チ
門

東
森
清
遺
骨
合
葬
碑
之
也
十

一
月
廿
六
日
依
頼
来
候

其
際
供
物
料
ト
シ
テ
若
干
寺
納
致
有
候
也

(瑞

宝

山
常
明

寺

「
過
去

帳
」
)

大
正
五
丙
辰
年

一
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裏

面

風
化
激
し
く
判
読
不
能

*
以
上
、
津
和
野
町
覚
皇
山
永
明
寺

森
家
墓
所

右
側
面

正

面

左
側
面

昭
和

六
十
三
戊
辰
年
十

一
月

三
日

施
主

玄
孫

森
眞
章
建
之
.

於
清

森
白
仙
源
綱
浄
供
養
塔

ミ
子

臨
済
宗
東
福
寺
正
統
派
瑞
宝
山
常
明

寺
廿
一
世
沙
門
大
光
玄
泰
謹
書

追
諡

義
禅
玄
忠
居
士

靜
悠
院
義
誉
白
仙
居
士

文
久
元
辛
酉
年
十

一
月
七
日

俗
名
森
白
仙
享
年
不
詳

安
養
院
南
山
壽
昌
大
姉

明
治
三
十
九
丙
午
年
七
月
十
二
日

東
京
本
郷
区
駒
込
千
駄
木
町
二
十

」
番
地

硯

山
院

峰
雲
谿

水
大

姉

三
月

二
十

八

日

森
林

太

郎

ノ
母

み
ね

七
十

一
年

右
者
石
洲
津
和
野
藩
ノ
人
祖
父
森
綱
浄
ノ
墓
当
寺
二
有
之
依
而
遺

言
二
依
リ
当
寺
二
納
骨
ス
ル
モ
ノ
也

(瑞
宝

山
常

明
寺

「
過
去

帳

」
)

一
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墓誌

俗
名
森
於
清
享
年
八
十
二
歳

硯
山
院
峰
雲
谿
水
大
姉

大
正
五
丙
辰
年
三
月
二
十
八
日

俗
名
森
ミ
子
享
年
七
十

一
歳

明
治
三
十
三
年
三
月
二
日

森
林
太

郎
ハ
祖
父
白
仙
ノ
墓
ヲ
コ
ノ
地
二
尋

ネ
翌
三
日
移
葬
ノ
上
供
養
ス

明
治
三
十
九
年
祖
母
於
清
ノ
遺
骨
ヲ

遺
言
ニ
ヨ
リ
白
仙
ノ
側

二
埋
葬
ス

大
正
五
年
母
ミ
子
ノ
遺
骨
ヲ
遺
言
ニ

ヨ
リ
ソ
ノ
両
親
ノ
側
二
埋
葬
ス

コ

ノ
時
二
当
リ
当
初
ノ
場
所
本
堂
ノ
左

辺
ヨ
リ
墓
地
中
央
部
二
移
葬
シ
永
代

供
養
ト
ナ
ス

昭
和
二
十
八
年
生
地
島
根
県
津
和
野

町
永
明
寺
二
右
三
基
ノ
墓
石
ノ
ミ
移

サ
ル

茲

二
森
林
太
郎
ノ
遺
志
ヲ
汲
ミ

慰
霊
ノ
為
供
養
塔
ヲ
建
立
ス

昭
和
六
十
三
年
十

一
月
三
日

施
主

林
太
郎
嫡
孫

森
眞
章
建
立

東
京

森
家
墓
所
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*
以
上
瑞宝

山
常
明
寺
の
森家

塋
域

右
側
面

明
治
二
十
九
年
四
月
四
日
歿正面森靜男之墓

法
名

俊
徳院

靜山

紹
泰
居
士(
注
蔦v

正

面

森林

太
郎
墓左側面大正十一

年
七
月
九
日
吻中邨鉾太郎書*・以上津和野町覚皇山永明寺

法

名

貞
献

院
殿

文
穆
思

斎
大

居
士(
注
16)

永
明
寺
森
家
墓
所
配
置
図

(番
号
は
時
代
順
、
○
印
は
世
代
継
承
者
)

圜圜
}

国

国

回

□

回

回

回

回

ー*
*

滋
賀
県
土
山
の
常
明
寺
よ
り
墓
石
の
み
移
動

*
三
鷹
市
の
禅
林
寺
よ
り
分
骨

座
像回

回

回

回

回

国

回

圀

国
1②③4⑤⑥7⑧9⑩11

栄
岳
妙
現
大
姉

帰
真

見
誉
杏
林
周
菴

居
士

杏
林
堂
利
庭
玄
佐
居
士

杏
林
恵
玉
童
子

東
林
堂
遊
誉
玄
叔
居
士

学
到
玄
碩
居
士

遊
林
院
霊
月
恵
妙
大
姉

蟠
龍
斎
遍
誉
周
菴
居
士

光
照
院
明
誉
摂
取
大
姉

河
陽
森
君
之
墓

河
陽
森
君
之
室
墓

12⑬141516

森
貞
吉
墓

森
白
仙
綱
浄
墓

森
白
仙
源
綱
浄
墓

森
清
遺
骨
合
墓

森
峯
之
墓

κ
玉
林

淳
瑩

禅
定

居
士

(長
谷

川
泉

氏

は
「
墓

石

の
型

が

こ

れ

一
つ
の
み

い
ち
じ

る
し
く
違

い

森
家

の
も

の
か
不

明
」

と
記

し

て

い
る
。
)

左
側

面

に

「
十
代

為
卒

」

と

あ
る

の

で
、
森

家

と

は
無

関
係

。
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⇔

「自
紀
材
料
」
「墓
石
」
「過
去
帳
」
か
ら
系
図
を
作
製
す
る
と
次
の
よ
う
に
図
示
で
き
る
。

森
家
略
系

図

(関
良

一

『鴎
外

家
系
考

』

に
よ
る

)

麻
慶
墾

年
離
)

ニ
せ

　
　

玄
..羈
躯測
コ
周

妻
霈

齢

(
天
保

二
年
没
)

妻

(天
保
十
四
年
没
)

(+
世
)

立

本

(夭
折

)

時

義

(西
氏

)

(覚
馬

)
(
マ
マ
)

兼

(
梁
田
氏
出

)

黏
世
斡
垂

(道
与
奥
氏
)

千

代

(
都
守
氏
)

(
マ
マ
)

「
正

家

(梁

田
氏

)

皿一
十

一
世

(十
二
世
)

「
白

仙
(佐

々
田
氏
出

)

(綱
浄
玄
仙
)
(文
久
元
年
没
)

粍

子

(木
島

氏
出

)

周

(周
助

)

時

寿

女

(水
津
氏

)

女

(大
野
氏

)贇



森
家
系

譜

(
長
谷

川
泉

『
「
ヰ

タ

・
セ
ク

ス
ア

リ

ス
」
考
』
に
よ

る
)

鼻

祖

玄

佐

(慶
安

二
年
没
)

二

世

玄

篤

(一兀
禄
十
年
没

)

三

世

四

世

玄

叔

(玄

仙

・玄

篤

)ー

周

菴

(高

包

)

(享
保
九
年
没

)

(宝
暦
八
年
没

)

五

世

玄

佐

(安
永
五
年

没
)

六
世

・
飯
田
氏
よ
り

?

・

七
世

・
西
氏

よ
り

八

世

玄

叔
(

昌

軒
・

周
荅
苧

高
知
・

公

徳
)(天明元年没)

「

玄

磧・
(

玄

碩
・

高

際
・

高

陰
)(天明三年没)

周

菴
(

高
智
・

高
知
)(享和元年没)

九
世-秀菴

(

高

亮
・

玄

仙
・

周

菴)

1(天保二年没)

十
世ー立本(文政

二
年
没
)(西氏へ)1覚馬(時義

・

寿
庵
・

寿

雄)

1
周十一世・天保十三年奥氏へー秀菴(亮良・道与)(嘉永六年没)

十
四
世都守氏へ十三世、吉次氏より

桑)

飜(
清
子
・
せ
い)

靆

豫

爆氾
)

1林

太
郎ー篤次郎

梁
田
氏
へー正家ー覚馬(文政八年

没
)+二世・佐佐田

氏

よ
り1白仙(綱浄・玄仙

) .(文久元年没)
(

明
治
三
十
九
年
没)

ー
ミ

子

(

峰

子)(大正五年没)1貞吉(嘉永四年没)高橋氏より,・吉

木
氏
へ1順吉

小
金
井
氏
へ1喜美子

!
潤
三
郎

一
65一



森
家
系
譜

(
山
崎
)

、
宀至

元
禄
四
年
四
月
八
日
卒

一
六
九

一
年

宀至

鼻
祖

初
代

室

玄
佐「

六
四
九
年

二
世

二
代

享
保
十
八
年
九
月

二
十
九
日
卒

一
七
三
三
年

(過
去
帳
)

慶
安
二
年
六
月

二
十
五
日
卒

三
世

三
代

玄

徳

元
禄
十
年
二
月
二
十
五
日
卒

一
六
九
七
年

玄

叔

〈
玄

仙

、
玄

徳

〉

享
保
九
年
⊥ハ
月
十

一
日
卒

一
七
二
四
年

享
保
三
年
六
月
十
五
日
卒

女

一
七

一
八
年

享
保
元
年
八
月
八
日
卒

一
七

一
六
年

男

(童

子

)

享
保
七
年
二
月

一
日
卒

一
七
二
二
年

男

(童

子

)

享
保
十
六
年
十

一
月
二
十
二
日
卒

一
七
三

一
年

四
世

四
代

阿
長

　
後
室

周
菴

た

か

つ
と

(
高

包

)

宝
暦
八
年
六
月
二
十
日
卒

一
七
五
八
年

女

享
保
+
五
年
七
月
二
+
八
日
卒

一
七
三
〇
年

延
享
三
年
三
月
六
日

一
七
四
六
年

嘉

吉

(
童

子

)

姆
黼
麕
嬰

男

、團

室
妾

安
永
五
年
四
月
十
日

一
七
七
六
年

六
世

六
代

寛
政
四
年
三
月
九
日
卒

一
七
九
二
年

岩
手

西
入
娘

玄

佐

〈
玄

徳

〉

安
永
五
年
五
月
二
十
二
日
卒

一
七
七
六
年

玄

叔(公

徳

)

天
明
元
年
八
月
七
臼
卒

㎜
七
八

一
年

千

三

郎

明
和
五

(六
)
年
十
月
二
十
九

日
卒

一
七
六
八

(
一
七
六
九
)
年

喜

久

蔵

(童

子

)

明
和
八
年
十
二
月
六
日
卒

一
七
七

一
年

岩

手

少

次
越

智
盛

有

=

天

〇
四
年

一

勝

文
化
元
年

二
月
十
六
日
卒

一

三
十
八
歳

一

…

飯
臥

ボ

藝

腓
+
三
皋

薗

該夢
鬢
毎

文
化
七
年
十
二
月

一
日
卒
(過
去
帳

)

一
八

一
〇
年

二
日
卒
(墓
石
)

「
ー

玄
叔
五
女

(岩
手
小
次
盛
章
養
女
〉

西
氏團

周
菴た

か

と
も

(高

知

、

高

智

)

享
和
元
年

一
月
十
七
日
卒

一
八
〇

一
年

}66
一



九
世

八
代

1

十
世

天
保
十
四
年
二
月
二
十
日
卒一八四三年小松正峯五女

=

ー

+
一

世

秀
菴
〈
玄
仙
、

周
菴〉

た
か
す
け

(

高

亮)天保二年四

月
二

十
五
日

卒㎜八三「年

文
政
二
年
十
二
月
十
七
日
卒

一
八

一
九
年

立

本長
男

女

四
代

亭

一
八
四
八
年

嘉
永
元
年
二
月
十
日
卒

簗

田

カ

ネ

五
代
「

と
き
や
す

西

時
雍

文
化

四

年
九

月
生

丶、

「
八

〇
七

年

・、
、

覚
馬

＼
(
時
義

)

丶丶

壽
雄

一
八
二
九
年

誕

蝉
蕁

肅
三
相畦
皋

一
八
九
七
年

水
津
光
信

=
ミ
ネ大

野
直
世

"
=

ノ
ブ

六
代

時
壽

明
治
十
四
年
四
月
二
十
日
卒

覚

馬

-
-
-
-
ー

丶
西

家

へ

次

男

一
八
八

一
年

七
十
三
歳

三
男

秀

伸奄

嘉
永
六
年

一
月
卒

(
すけ
よ
し

亮

良

)

天

五
三
年

奥
道
与

山

口

へ
出

奔

(
天

保

十
三
年

・、
一
八

四

二
年

)

都
守
勝
七

「

一
八
三
六
年

天
保
七
年
六
月
四
日
生
(戸
籍
上

レ

一
八
三
五
年

天
保
六
年
閏
七
月
二
十
日
生

(鴎
外
自
筆
改
名
覚
え
書
き

)

吉
次
平
左
衛
門
常
之
、
秀
野
の
四
男

±

二
世

+

代

静
男

明
治
二
十
九
年
四
月
四
日
卒

一
八
九
六
年

(泰

三

、静

泰

)

原

田
氏

=
長
女

長
男
(
夭
折
)

次
男

三
男

彌
重
家

へ

四
男

今
井
家

へ

千
代

正
家

養
嗣
子

簗
田
正
敏

↓

一…冖

文
政
八
年
六
月
二
十
日
卒

一
八
二
五
年

木
鳴
又
右
衛
門
正
信
、
於
京
の
次
女

覚

馬

(童

子

)

於

清

+
二
世

九

代

佐
佐
田
氏

白

仙

〈
玄

仙

、玄

僊

〉

つ
な

き
よ

(
綱

浄

)

一
八
六

一
年

一
八

一
九
年

文
政
二
年
七
月
七
日
生
へ戸
籍
上
)

明
治
三
十
九
年
七
月
十
二
日
卒

㎜
九
〇
六
年

八
十
七
歳

八
十
二
歳
(過

.去
帳
)

、
ミ

子

(峰

子

)

一
八
四
六
年

弘
化
三
年
九
月
十
三
日
生

大
正
五
年
三
月
二
十
八
日
卒

一
九

一
六
年

……

.

高

橋

魯

庵

の
子

「
1
-
l
l
-
、
順

吉
の
ち
離
籍
、吉
木
蘭
斎

の

養
嗣
子
と
な
る
が
、
の
ち
出
奔

文
久
元
年
十

一
月
七
日
卒

嘉
永
四
年
二
月
四
日
卒

一
八
五

一
年

貞

吉

三
歳

+
四
世

±

代

皿
八
六
二
年

文
久
二
年

一
月
十
九
日
生

大
正
十

「
年
七
月
九
日
卒

一
九
二
二
年

林

太

郎
長
男

一
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〔参

考
〕
①

西
家

系

図

(
『
西
周
全

集
』
に

よ
る

)

初
代

シ
ゲ覊

響
蘿

-
騨

縫

μ)辛

野

養
子
ト
ナ
リ
鯉

同

森
玄
叔
ト
改
名

亮

(八
代
森
周
庵
)

室後
室

ト
キ

シ
ゲ

ア
マネ

時

懋

(
周

)

文
政
十
二
年
(
一
八
二
九
)二
月
三
日

石
見
国
津
和
野
森
村
堀
ノ
内

二
生
ル

明
治
三
十
年
(
一
八
九
六
と

月
三
十

一
日
没

神
奈
川
県
大
磯
町

二
没
ス
行
年
六
十
九

室

升

子

糸
魚
川
藩
典
医
石
川
有
章
ノ
女

安
政
六
年
二

八
五
九
)西
周
助

二
嫁

ス

大
正
十
年
(
一
九
二

一
)十

一
月
二
十
七
日
没

ミ

・不

水
津
光
信
ノ
室

天
保
四
年
二

八
一

明
治
二
十
四
年

(

ノ

ブ

大
野
直
世

ノ
室

天
保
十
年

(
一
八
一

明
治
三
「十
九
年

(

「
五
代

時

義

墾
灘懲

二
三

)三
月

十
五
日
生

一
八
九

一
)十
月
七
日
没

二
九

)
一
月

一
日
生

一
九
〇
六

)十
二
月

十
七
日
没

一68}

.

六
代

時
壽
(壽
丸
嚇

建

竣
歓

O
埴
)藝

壁

齷

日
没

(註

)
原
文

で
亭
保

と
な

っ
て

い
る
も

の
は
享
保

に
改

め
た
。



〔参

考

〕
②

森
家

系
図

(
『
西
周
全

集
』
に
よ

る

)
.

初
代

玄

佐
ー

二
代

「

玄

篤
-

三
代

玄

叔
-

四

代

周

慶
安
二
年
六
月
二
十
五
日
没

元
禄
十
年
二
月
二
十
五
日
没

享
保
九
年
六
月
十

一
日
没

.

宝
暦
八
年
六
月
二
十
日
没

安
永
五
年
五
月
二
十
二
日
没

天
明
三
年
十
月
十
三
日
没

西
高
知
ガ
養
子
ト
ナ
ル

天
明
元
年
八
月
十
七
日
没

庵
」

八
代

高

亮

(
周
庵

)

享
和
二
年

一
月
十
七
日
没

室

小

桧

正

峰

ノ

女

九
代

立

本

文
政
二
年
十
月
十
七
日
没

覚

馬
-

西

周

西
家

へ
養
子
時
義
ト
改
名
ス

明
治
+
四
年
四
月
二
+
日
没

十

二
代

.静

男

吉
次
静
泰
ガ
養
子
ト
ナ
ル

鞭
謹

研牲聴

蕪

騾

木
島
又
右
衛
門
ノ
女

明
治
三
十
九
年
七
月
十
二
日
没

千

㈹

都
守
勝
七
ノ
室

.十
代

秀

庵

天
保
二
年
四
月
二
十
五
日
没

正

家

(註
)

簗
田
正
敏
ノ
養
子
ト
ナ
ル

十
三

代

林

太

郎

(鴎

外

)

大
正
十

一
年
七
月
九
旧
没

篤

次

郎

喜

美

子

(小
金
井
良
精
宀至
)

潤

三

郎

原

文
で
亭

保
・亭
和

と
な

っ
て

い
る
も

の
は
享
保

・享
和
に
改
め

た
。
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四

森
家

の
祖

先

系
譜

を
見

る

と
、
関
良

一
、
長

谷
川
泉

両
氏

と
私

が
異

な

る

の
は
、
両

氏

が

〈
六
世
玄

碩
、

七
世

玄
叔

〉
と
考

え

て

い
る

の
に
対

し
、

私

は

〈
六
世

玄
叔

、
七

世
玄

碩
〉

と
考

え

た
点

で
あ

る
。
し

か
し

、
両
氏

と
も

〈
六
世

玄
碩

、
七

世
玄

叔
〉

と

い
う
系
譜

順

に

つ
い
て
は
、

一
応
疑

義

を
呈

し

て
は

い
る
。

し

か
し
な

が
ら

、
玄
叔

、
玄

碩

と
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
生

じ

る
資

料
上

の
矛
盾

が
解
釈

で
き
な

い
と

し

て
、

従
来

通
り

〈
六

世
玄

碩
、

七
世

玄
叔

〉
と
し

て

い
る
。
次

の
問

題
点

は
五

世
玄
佐

で
あ

る
。

私

は

こ
の
玄
佐

を
養

嗣

子
と
考

え

て

い
る
が
、

両
氏

と
も

こ
れ

に

つ
い
て

は

ふ
れ

て

い
な

い
。

こ

れ
ら

の
問
題

を
検
討

す

る
場
合

、

ま
ず
鴎

外
筆

の

『西

周
伝

』
の
記

述

と
、
西

家

の
系
譜

を
問

題

に
し

な
け
れ
ば

な

ら
な

い
。

鴎
外

は

『
西
周

伝
』

に
於

い
て
、
次

の
よ
う

に
記

し
て

い
る
。

周

の
父
時

義

は
森
高

亮

の
二
男

に
し
て
小
松

氏

の
出

な
り
。

高
亮

周
菴
と
号
す
。
高
亮
の
父
を
玄
叔
と
な
す
。
玄
叔
の
父
を
玄
篤
と
な
す
。
布
施
田
某
の
二
男

に
し
て
、
母
森
氏
の
出
な
る
を
以
て
、
森
氏
の
嗣
と
な
り
ぬ
。

な

お
、

『西

周
全

集
』
第

三
巻

(昭
和

41

・
10
、
宗

高
書

房
)

の
大

久
保

利
謙

氏
作

製

の

「
西
家
系

図
」

に
次

の
よ
う

に
あ

る
。

と
き

か

時

香

宝
暦
十
三
年

(
一
七
六
三
年

)没

室

今

井

氏

ノ

女

高

知

森
氏
ノ
養
子
ト
ナ
リ

七
代
森
玄
叔
ト
改
名

高

亮

(八
代
森
周
庵
)

し

か

し

、

い

る

。

タ
カ
ト
モ

高
知

全
集
所
載
の

「西
家
系
譜
」
に
は
次
の
ご
と
く
記
載
さ
れ
て

森

周
糞

初
昌
軒

二
代
壽
庵
時
清
之
順
養
子
壽
桂
時
香
之
実
子

森
玄
碩

高
陰
之
為
養
子

母
今
井
氏
之
女

西

壽
庵

初
壽
仙

五
代
時
義

幼
名
覚
馬

馬
廻
知
行
百
石
焚
火
之
間
奥
詰
本
外
兼
業
御
匕
医
師

文
化
四
丁
卯
年
九
月
九
日
生
於
津
和
野

実
森
秀
庵
高
亮
之
二
男

母
小
松
直
右
ヱ
門
正
峰
之
末
女

○
隠
岐
守
矩
賢
公
御
代

文
化
十
三
丙
子
年
七
月
御
願
申
上
時
雍
為
養
子

「西
家
系
図
」
は

「西
家
系
譜
」
に
依
っ
て
作
製
さ
れ
た
は
ず
で
、
「西

家
系
譜
」
か
ら
見
て
お
か
し
い
。
高
知
は
西
時
香

の
子
で
あ
り
、
森
玄
碩

(高
陰
)
の
養
子
と
な
っ
た
こ
と
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
『西
周
伝
』と
『西

周
全
集
』
の

「西
家
系
図
」
を
図
示
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

(布
施
田
氏
)

(西
氏
、
高
知
)

六
代
玄
篤

七
代
玄
叔
ー

八
代
周
菴

(高
亮
)
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西

氏
高

知

が
仮

り

に
玄

叔

と
改
名

し

た
と

し

て
も
、

そ

の
養

父

は
森
玄

碩

で
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
。

も
と

よ
り

こ

の
仮

定

は
成

り
立
た

な

い
。
な

む

む

む

む

ぜ
な
ら
ば
、
墓
石
の
「森
周
菴
源
高
智
之
墓
」
か
ら
判
断
し
て
、
周
菴

(高

智
)
で
あ
る
か
ら
無
理
で
あ
る
。
次
に
仮
り
に
玄
碩
が
玄
篤
を
名
告
っ
た

こ
と
が
あ
る
と
考
え
て
も
、
玄
篤
は
布
施
田
氏
の
出
で
あ
り
、
玄
碩
は
墓

石
に
「
飯
田
二
男
」
と
あ
る
か
ら
、
玄
篤
と
玄
碩
と
は
別
人
で
あ
る
。
『西

周
伝
』
も
大
久
保
利
謙
氏
の
系
図
も

「玄
碩
」
の
存
在
が
不
明
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
西
高
知
が
森
玄
碩

(高
陰
)
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
こ
と
、
森

玄
篤
が
養
嗣
子
と
し
て
森
家
の
家
世
を
継
い
だ
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

そ
の
玄
篤
の
父
は
布
施
田
氏
、
母
は
森
氏
の
出
で
あ
り
、
玄
篤
は
そ
の
次

男
で
あ
る
。
玄
篤
は

「自
紀
材
料
」
か
ら
五
世

「玄
佐
」
で
は
な
い
か
。

な
お
、
大
久
保
利
謙
氏
の
記
す

「高
知
ー
森
氏
ノ
養
子
ト
ナ
リ
七
代
森

玄
叔
ト
改
名
」
と
い
う
事
実
は
、
「西
家
系
譜
」
の
中
に
見
い
出
す
こ
と
は

で
き
な

い
。
『西
周
伝
』
の
鴎
外
記
述
か
ら
帰
納
し
た
も
の
で

一
考
を
要
す

る
。
私
は
鴎
外
の

『西
周
伝
』
の
森
家
に
関
す
る
記
述
は
、
次
の
様
に
訂

正
、
補
記
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
〔

〕内
は
補
記
、
(

)内

は
訂
正
。周

の
父
時
義
は
森
高
亮
の
二
男
に
し
て

〔母
は
〕
小
松
氏
の
出
な

り
。高
亮
周
菴
と
号
す
。高
亮
の
父
を
訟
叔

(周
菴

〈高
知
、
高
智
〉)

と
な
す
。
〔周
菴

〈高
知
、
高
智
〉
の
養
父
を
玄
碩
と
な
す
。
玄
碩
の

養
父
を
玄
叔
と
な
す
。〕
玄
叔
の
父
を
玄
篤
と
な
す
。
〔玄
篤
〕
布
施

田
某
の
二
男
に
し
て
、
母
森
氏
の
出
な
る
を
以
て
、
森
氏
の
嗣
と
な

り
ぬ
。

次
に
先
学
の
論
考
を
検
討
す
る
。

長
谷
川
泉
説

(『鴎
外

「
ヰ
タ
・セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
考
』
所
載
の

「森
家

系
譜
と
問
題
点
」
よ
り
)

(八
)

「西
家
系
譜
」
に
示
さ
れ
て
い
る
高
知

(森
周
葬

初
昌
軒

二

代
寿
庵
時
清
之
順
養
子
寿
桂
時
香
之
実
子
)
が

〈森
玄
碩

高
陰
之
為
養

子
〉
の
記
述
は
大
久
保
利
謙
作
製
の

「西
家
系
図
」
「参
考

森
家
系
図
」

と
照
合
す
る
と
前
者
に
玄
叔
の
表
現
が
全
く
な
い
点
疑
念
を
生
ず
る
。
な

お

「西
家
系
図
」
「参
考

森
家
系
図
」
で
は
、
私
の
作
製
し
た
森
家
系
譜

に
お
け
る
享
和
元
年
没
の
周
菴

(高
智

・
高
知
)
と
、
天
保
二
年
没
の
秀

菴

(高
亮

・
玄
仙

・
周
菴
)
と
を
混
同
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
亭
和
二

年

一
月
十
七
日
没

(享
和
元
年

一
月
十
七
日
が
正
し
い
ー
1
筆
者
註
)
の

高
亮

(周
菴
)
の
室
を

〈小
松
正
峰
ノ
女
〉
と
し
て
い
る
の
は
天
保
二
年

没
の
秀
菴
の
室
が
正
し
い
。

①
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「西
家
系
図
」
に
お
け
る
く高
知

森
氏
ノ
養
子
ト
ナ
リ
七
代
森
玄
叔
ト

改
名
V
と
あ
る
も
の
が
仮
り
に

「西
家
系
譜
」
に
お
け
る
高
知

(森
周
糞
)

で
、
こ
の
人
物
が
享
和
元
年
没
の
森
周
菴
源
高
智

(高
知
)
だ
と
す
る
と
、

父
の
時
香
の
没
年
宝
暦
十
三
年
と
、
こ
の
人
物

の
没
年
と
の
間
に
三
十
九

年

も

の
間
隔

が
生

じ
、

(九

)

実

情

に
即

し
な

く
な

る
。

②

「自
紀
材
料
」
に
よ
る
六
世
森
玄
磧

・
七
世
森
玄
叔

・
八
世
森
周

菴
は
い
ず
れ
も
他
家
か
ら
森
家
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
六
世
と
七
世

に
つ
い
て
は
没
年
に
先
後
の
逆
の
関
係
が
あ
り
、
六
世
玄
磧
と
さ
れ
て
いb

る
人
物
が
七
世
玄
叔
と
さ
れ
て
い
る
人
物
の
養
子
で
あ
っ
た
も
の
と
、
そ

の
世
代
が
逆
に
な
れ
ば
、
さ
き
に
あ
げ
た

「西
家
系
譜
」
の
記
述
、
高
知



森
周
糞
が
森
玄
碩
の
養
子
と
な
っ
た
と
す
る
関
係
が
す
な
お
に
納
得
さ
れ

る
が
、
そ
の
場
合
に
は

「過
去
帳
」
に
お
け
る
寛
政
四
年
没
の
森
玄
叔
妻

の

〈
森
周

菴
養

母

〉

の
記

載

が

お
か
し

く
な

る
。

④玄
磧

(玄

碩

)

記
録

は

「自

紀

材
料

」

「墓

石

」
「
過
去

帳

」

と
も

に
な
く

、

の
妻

の

⑤玄
磧

・
玄

叔

の
相

つ
ぐ

没
年

の
近

さ

か
ら
、

周
菴

(高
智

)

の
養

父

は
玄

磧

・
玄
叔

の

両
者

で
あ

っ
た

と
も
考

え

ら
れ

る
。

(傍
線
①

～
⑤

、

山
崎

)

関
良

一
説

(『
鴎
外
家

系

考
』

の

「
註
」

及
び

「
追

記
」

よ
り

)

(註

一
二
)

六
世

玄
碩

は
、

「
過
去

帳
」

に
よ
れ
ば

「於

京
都

死

ス
」
、
墓

石

に

よ
れ
ば

「
飯

田

二
男

森

玄
碩

源
高

隆
」
。

つ
ま
り
養

子

で
、
京

都

で

ヘ

ヘ

へ

客
死
し
て
い
る
。
戒
名
は
「学
到
玄
碩
居
士
」
。
そ
の
二
年
前
に
没
し

た
七
世
玄
叔
は
「東
林
堂
遊
誉
玄
叔
居
士
」。
し
た
が
っ
て
、
六
世
玄

碩
は
七
世
玄
叔
の
養
子
で
、
「祖
先
系
譜
」
の
世
代
配
列
は
事
実
の
逆

に
な
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
七
世
玄
叔
の
戒
名
の

ほ
う
が
六
世
玄
碩
よ
り
格
が
高
い
こ
と
は
、言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

(註

一
三
)

七
世
玄
叔
の
妻
は

「祖
先
系
譜
」
で
は

「同
上
妻
」、
「過
去
帳
」

で
は

「森
周
菴
養
母
」
、
墓
石
で
は

「森
玄
叔
妻
」
で
あ
る
。
す
な
わ

ち

八
世
周
菴
は
養
子
で
あ
る
。

(追
記
)

⑥

玄
叔

(七
世
)
ー

一
七
八

一
年
没
。
名
は
公
徳
。
玄
碩

(六
世
)

の
養
父
か
。

⑦

玄
碩

(六
世
)
ー

一
七
八
三
年
没
。
飯
田
氏
の
出
。
名
は
高
隆
。

玄
叔

(七
世
)
の
養
子
か
。
『西
周
伝
』
の

「玄
叔
の
父
を
玄
篤
と

ヘ

へ

な
す
」
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
玄
佐

(五
世
)
が
玄
篤
と

も
称
し
た
か
。
と
す
れ
ば
、
玄
佐

(五
世
)
は
布
施
田
氏
の
出
か
。

⑧

周
菴

(八
世
)
11

一
八
〇

一
年
没
。
名
は
高
智
ま
た
は
高
知
。
玄

叔

(七
世
)
の
養
子
。
母
は
玄
叔

(七
世
)
の
五
女
。

長
谷
川
泉
氏
の
提
起
す
る
問
題
点
五
箇
条
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

傍
線
部
①
に
っ
い
て
考
え
る
。
父
の
時
香
の
没
年
宝
暦
十
三
年

(
一
七

六
三
年
)
と
、
そ
の
子
高
知
の
没
年
享
和
元
年

(
一
八
〇

一
)
と
の
三
十

九
年
の
聞
隔
が
あ
る
故
に
、
西
高
知
は
八
世
周
庵
で
な
く
、
七
世
の
玄
叔

(没
年
は
天
明
元
年
、

一
七
八

一
年
)
と
考
え
る
方
が
実
情
に
適
う
と
し

て
い
る
。
確
か
に
三
十
九
年
の
間
差
は
普
通
で
は
な
い
が
、
な
い
わ
け
で

は
な
か
ろ
う
。
「西
家
系
譜
」
の
時
香
の
記
述
と
そ
の
妻
に
つ
い
て
の
記
述

に
注
目
す
る
。
時
香
は

「宝
暦
十
三
癸
未
年
六
月
廿
四
日
病
死
」
し
て
お

り
、
そ
の
妻
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
「今
井
源
五
衛
門
正
容
之
女
時
香
死
去

後
未
若
年
故
里
方
任
今
井
氏
之
意
差
返
再
中
山
嫁
何
某
」
と
な
っ
て
い
る
。

時
香
の
妻
は
若
年
故
に
再
婚
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
時
香
も
壮
年
で
病
死

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
子
が
高
齢
で
死
去
す
る
と
、
三
十
九
年

の
間
差
が
生
じ
る
可
能
性
は
あ
る
。

傍
線
②
の
八
世
森
周
菴
に
は
明
記
が
な
い
。
五
世
玄
佐
は
布
施
田
氏
で

あ
る
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
明
記
さ
れ
て
い
な
い
五
世
玄
佐

(布
施

田
氏
)
を
加
え
る
と
、
森
家
は
五
世
、
六
世
、
七
世
、
八
世
と
も
養
嗣
子

に
よ
っ
て
家
政
が
営
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
七
世
玄
叔
を
西
家
か
ら
入
っ

た
高
知
と
す
る
こ
と
に
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
八
世
周
菴
こ
そ
西
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氏
高
知

で
あ
る
。
こ
の
点
の
実
証
は
、
傍
線
③
を
検
討
す
る
過
程
で
示
す
。

傍
線
③
の
疑
義
が
解
決
す
れ
ば
、
従
来
の

〈
六
世
玄
碩
、
七
世
玄
叔
〉

の
世
代
配
列
は
逆
に
考
え
た
方
が
よ
い
と
い
う
結
論
に
な
る
だ
ろ
う
。
玄

叔

(公
徳
)
は
五
世
玄
佐

(玄
篤
と
称
し
た
可
能
性
が
あ
る
)
の
実
子
で

あ
る
が
、
母
は
玄
佐
の
室
か
妾
か
不
明
で
あ
る
。
玄
叔
は
岩
手
西
入
末
娘

を
室
と
す
る
。
二
人
の
男
子
、
千
三
郎

(明
和
五

〈六
〉
年

二

七
六
八

年

〈
一
七
六
九
年
〉
没
)、
喜
久
蔵

(明
和
八
年
・
一
七
七

一
年
没
)
を
失た

か

な
い
、
飯
田
氏
の
次
男
を
養
嗣
子
と
し
て
迎
え
る
。
養
嗣
子
は
玄
碩

(高

か
げ

た
か
た
か

陰
・高
隆
y
と
称
し
た
。
名
の

「高
陰
」
に
つ
い
て
、
長
谷
川
泉
氏
は

「森

家
系
譜
と
問
題
点
」
の

(二
)
と
し
て

「六
世
玄
磧
の
高
陰
は
高
際

(高

隆
)
の
誤
記

・
誤
植
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
記
し
て

い
る
。

墓
石
の
裏
面
に

「飯
田
二
男

森
玄
碩
源
高
陞
」
と
あ
り

「高
隆
」
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
「高
陰
」
は

「西
家
系
譜
」
中
に
記
さ
れ
た
名

で
あ
る
。長
谷
川
氏
の
説
に
納
得
で
き
る
が
、今
こ
の
ま
ま
並
記
し
て
お
く
。

養
父
玄
叔
が
天
明
元
年

(
一
七
八

一
年
)
に
死
去
し
、
養
嗣
子
玄
碩
が

天
明
三
年

(
一
七
八
三
)
「
二
十
六
歳
」
で

「京
都
」
で
客
死
す
る
。
そ
の

「過
去
帳
」
に

「森
玄
叔
「
慎
治
父
」
と
あ
る
。
仮
り
に
玄
叔
存
命
中
に

西
家
か
ら
高
知
を
養
子
と
し
て
迎
え
て
い
た
場
合
、
玄
叔
を
養
父

(父
)

と
呼
ぶ
立
場
に
居
る
の
は
、
飯
田
氏
高
隆

(玄
碩
)
と
西
氏
高
知

(周
菴
)

た
か

の
二
人

で
あ

る
。

「慎

治

」
と

は
誰

か
。

「
西
家

系
譜

」

か
ら

は
、
名

は
高

と
も知

、
初

め
昌
軒

と
号

し
、
の
ち
森

周
菴

と

号
し

た

こ
と
以
外

不
明

で
あ

る
。

飯

田
氏

に
関

す
る
資

料

は
現
在

ま
だ

見

つ
か

っ
て

い
な

い
。
た

だ
し

、
玄

叔
を
父
と
呼
ぶ
二
人
の
う
ち
長
子
に
相
当
す
る
の
は
、
飯
田
氏
玄
碩
で
あ

る
。
玄
叔
死
後
、
玄
碩
が
向
後
を
憂
慮
し
て
西
家
か
ら
養
嗣
子
を
迎
え
た

と
す
る
と
、
「森
玄
叔
「
慎
治
父
」は
玄
碩
以
外
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も

「慎
治
」
を
玄
碩
と
考
え
る
方
が
蓋
然
性
が
高
い
。

西
高
知
が
玄
叔
死
後
森
家
に
迎
え
ら
れ

(勿
論
、
玄
叔
存
命
中
養
子
と

な
っ
て
い
た
可
能
性
も
残
し
て
お
く
)、
玄
碩
死
後
周
菴

(高
知
、
高
智
)

を
名
告
る
ゆ
そ
し
て
岩
手
小
次
盛
章
の
養
女
に
出
し
て
い
た
玄
叔
(公
徳
)

の
五
女
を
森
家

へ
戻
し
、
周
菴

(高
知
)
の
妻
と
す
る
。
長
谷
川
氏
は
「寛

政
四
年

(
一
七
九
二
年
)
没
の
森
玄
叔
妻
の

「
森
周
菴
養
母
〉
の
記
載
が

お
か
し
く
な
る
」
と
い
う
が
、
そ
れ
は
玄
叔
を
西
高
知
と
考
え
る
か
ら
で
、

玄
叔
、
玄
碩
の
没
後
、
周
菴

(高
知
)
か
ら
見
れ
ぜ
、
玄
叔
の
未
亡
人
は

〈養
母
〉
に
あ
た
り
矛
盾
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
論
理
を
展
開
す
れ
ば
、

〈六
世
玄
碩
、
七
世
玄
叔
〉
は
、
〈六
世
玄
叔
、
七
世
玄
磧
V
の
方
が
整
合

性
が
あ
る
。
玄
碩
が
若
死
に
し
て
い
る
故
に
、
父
の
玄
叔
の
法
名
の
方
が

高
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

傍
線
④
は
二
十
六
歳
で
死
去
し
た
玄
碩
は
無
妻
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

い
。
傍
線
⑤
の
長
谷
川
説
は
否
定
で
き
な
い
。
少
く
と
も
玄
碩
と
周
菴
と

は
年
齢
か
ら
判
断
し
て
、
親
子
と
い
う
よ
り
も
齢
の
や
や
離
れ
た
兄
と
弟

と
い
っ
た
方
が
実
情
に
適

っ
て
い
よ
う
。
も
し
、
西
氏
高
知
が
玄
叔
存
命

中
養
子
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
然
養
父
は
玄
叔

で
あ
る
。
玄
叔
死
後
養

子
と
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
養
父
は
玄
碩
と
な
る
。

関
良

一
氏
の
論
は
、
長
谷
川
氏
の
論
文

(含
資
料
)
を
踏
ま
え
て
考
察

し
て
い
る
9
そ
れ
故
に
、
論
の
方
向
性
は
納
得
で
き
る
。
し
か
し
、
長
谷
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川
氏
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
は
分
析
を
回
避
し
て
い
る
点
と
、
や
や
推
測

に
終
始
し
て
い
る
点
に
不
満
が
残
る
が
、
推
論
の
分
析
は
誤

っ
て
は
い
な

い
。
「追
記
」
の
⑧
の
ヨ
母
は
玄
叔

(七
世
)
の
五
女
」
は
、
「妻
は
」
の

誤
植
で
あ
ろ
う
。

周
菴
の
室
と
な

っ
た

「岩
手
小
次
盛
章
養
女
、
実
玄
叔
公
徳
五
女
」
と
、

本
性
寺
に
墓
石
の
あ
る

「岩
手
小
次
越
智
盛
有
妻
、
玄
叔
娘
勝
女
」
は
、

姉
妹
で
あ
り
、
勝
女
が
姉
で
あ
る
。
没
年
齢

(文
化
元
年

・
一
八
〇
四
、

三
十
八
歳
)
か
ら
逆
算
し
て
、
喜
久
蔵
の
後
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

さ
ら
に
鴎
外

「祖
先
系
譜
」
上
の
問
題
は
、
す
で
に
述
べ
た
世
代
順
の

た
か
す
け

す
け
よ
し

問
題
に
加
え
て
、
九
世
秀
菴

(高
亮
)
の
子
亮
良

(秀
菴
)
を
世
代
継
承

者
と
し
て
数
え
る
か
否
か
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
事
情
は
本
稿
の
冒
頭
で

鴎
外
筆

の

『西
周
伝
』
を
引
用
し
た
が
、
森
家
を
出
奔
し
奥
氏
を
継
い
だ

亮
良
を
鴎
外
は
世
代
継
承
者
と
見
て
い
な
い
。
鴎
外
筆
の

『西
周
伝
』
か

ら
関
係
事
項
を
編
年
に
配
列
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

文
化
4
年
9
月
9
日

天
〇七

九
世
秀
菴

(高
亮
)
の
次
男
覚
馬
出

生
。

文
化

13
年

7
月

丕

六

文

政

2
年

12
月

17
日

一八
一九

天
保

2
年

4
月

25
日

天
三

覚
馬
西
家
の
養
嗣
子
と
な
り
、
西
時

義
と
称
す
る
。
時
義
の
長
子
を
西
周

と
い
う
。

秀
菴
長
子
立
本
病
死
。

九
世
秀
菴

(高
亮
)
死
去
。

秀
菴
三
男
亮
良
秀
菴
と
号
す
。

天
保
13
年

一八四
二

秀
菴

(亮
良
)
山
口
へ
出
奔
。
奥
氏

を
継
ぎ
道
与
と
号
す
。

嘉
永
6
年
1
月

一会
三

秀
菴
こ
と
奥
道
与
死
去
。

明
治
14
年
4
月
20
日

天
益

西
時
義
死
去
。

九
世
秀
菴

(高
亮
)
の
後
を
継
ぐ
べ
き
長
子
立
本
は
早
世
し
、
次
男
は

長
男
存
命
中
に
九
歳
で
西
家
に
入
り
、
立
本
死
亡
の
時
は
十
二
歳
で
あ
っ

た
。
父
高
亮
の
死
去
の
時
、
覚
馬
は
二
十
四
歳
で
あ
る
。
三
男
亮
良
は
森

家
の
代
表
者
と
し
て
墓
石
に
「河
陽
森
君
之
墓
」
と
刻
み
、
「八
代
目

森

秀
葬
源
高
亮

孝
子

森
亮
良
立
石
」
と
彫
し
た
。
仮
に
次
兄
の
覚
馬
の

一
年
後
の
出
生
だ
と
し
て
、
二
十
三
歳
で
あ
る
。
山
口
へ
出
奔
す
る
ま
で

ほ
ぼ
十
年
森
家
の
家
政
を
継
い
で
い
る
。
墓
石
に

「孝
子

森
亮
良
」
と

彫
し
た
秀
菴
が
何
故
出
奔
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
覚
馬
の
長
子
西
周
は

大
阪
留
学
の
折
、
道
与
宅
に

一
泊
し
て
い
る
し
、
嘉
永
六
年
正
月
の
條
に

「周
道
与
の
病
め
る
を
聞
き
て
、
こ
れ
を
山
口
に
省
す
。
四
日
往
き
、
六

日
返
る
十
六
日
訃
至
る
」
と

『西
周
伝
』
は
記
し
て
い
る
。
恐
ら
く
森
家

と
は
断
絶
状
況
に
あ
っ
て
も
、
甥
を
介
し
て
の
時
義
、
亮
良
の
肉
親
の
絆

を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
や
は
り
、
長
谷
川
泉
氏
、
関
良

一
氏
も
記
し
て

い
る
ご
と
く
、
世
代
継
承
者
と
し
て
位
置
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む

し
ろ
、
関
氏
は
早
世
し
た
立
本
を
世
代
に
数
え
る
か
否
か
で
、
後
の
世
代

が

一
つ
ず
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
私
は
そ
の
困
乱
を
防
ぐ
た
め
何

世
と
何
代
を
区
別
し
つ
つ
並
記
す
る
方
法
を
取
る
方
が
よ
い
と
考
え
る
。

墓
石
の
代
数
と
そ
の
方
が
符
号
す
る
。
森
家
の
略
系
図
を
次
に
掲
げ
て
、

稿
を
閉
じ
る
。
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森
家
略
系
譜

團
玄

佐
(慶

安
二
年
没

)

一
六
四
九

二
世

二
代

玄
徳

(元
禄
十
年
没

)

一
六
九

七

三
世

三
代

譲
錘

徳〉⊥
幽

塁

一
七

二
四

(高
包

)

(宀玉
暦

八
年
没

)

一
七
五
八

五
世

五
代

布
施
田
氏

玄
佐

〈
玄
徳

〉

(安

永
五
年
没

)

「
七
七
六

六
世

六
代

玄
叔

(
公
徳

)

(
天
明
元
年
没
)

一
七
八

一

七
世

飯
田
氏

玄
碩

(高

陰
、
高
隆

)

(
天
明
三
年
没

)

】
七
八
三

八
世

七
代

西
氏

周

菴
(
古
同
蜘
州
、
古
同
知
目
)

(享
和
元
年
没

)

一
八
○

一

九
世

八
代

誘
饕

價
周
菴
〉⊥
国

詳

　
)

(
天
保

二
年
没

)

「
八

一
九

一
八

一一=

一
75

一

±

世
秀
菴

(
亮

良

)

の
ち

、
奥

道

与

(出瀦
・水
亠ハ
年
没

)

一
八
五
三

+
二
世

九

代

齒

欝

園 佐
佐
田
氏

白

仙
〈
玄

仙
、
玄

僊

〉

つ
ム
ド
き

コタ

(綱

浄

)

(文
久
元
年
没

)

一
八

六

一

医

博
ま

く
す

真

章
大
正
八
年
生
～

一
九
一
九

吉

次

氏

+

三

世

驚

せ
い
た
い

静

男

〈
泰

三
、
静
泰

〉

+

代

天
保
七
年
へ
天
保
六
年
)生

(

一
八
三
六
二

八
三
五
)

明
治
二
十
九
年
没

一
八
九
六

+
四
世

±

代
医
博
・文
博

林

太
郎

〈
鴎
外

〉

た
か
や
ず

た
か
し
づ

(高

湛

)

文
久
二
年
生

(

一
八
六
二

夫
正
十

一
年
没

一
九
二
二



〈注
〉

(1
)

(2
)

「自
紀
材
料
」
の
全
集
収
録

に
あ
た

っ
て
、
沢
柳
大
五
郎
氏
は
そ
の

「後
記
」

で
次

の
よ
う

に
記
し
て

い
る
。

冒
頭

の
祖
先
系
譜

(細

い
巻
紙

に
書

い
て
貼

つ
て
あ
る
。
最
初

の

「明
治
九

年

調
」
は
別
紙

で
後
の
書

入
れ
と
思

は
れ
る
)
を
別

老
し
て
、
文
久
二
年

H。。O
N

誕
生

の
年
よ
り
明
治

四
十
年

一
〇〇
『
四
十
六
歳

に
至

る
履
歴
が
記

さ
れ

て
ゐ

る
。
明
治
三
十

二
年

の
小
倉
赴
任

ま
で
は
主
と
し
て
公
職

に
関
す

る
も

の
の

み
に
限
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
以
後

は
日
記

の
抜

萃

の
如
き
形

に
な

つ
て
ゐ
る
。

留

学
時
代
、
小
倉
時
代
及
び
明
治

三
十

一
年

を
除
け
ば
日
記

の
闕

け
て
ゐ
る

期

間
で
あ
り
、
殊

に
幼
時

に
関

し
て
は
こ
れ
に
拠

つ
て
森
潤
三
郎
氏

は
じ
め

従
来

の
年
譜

の
年
次
を
訂
正

す
べ
き
箇
処

も
見
出
さ
れ
、
貴
重
な
資
料

で
あ

る
。
「明
治

四
十

一
年

日
記
」

(著
作
篇
第

三
十

一
巻
)
十

一
月

一
日

の
條

に

「自
紀
資
料

を
整
理
す
」
と
あ

る
。

四
十

一
年

以
後
は
連
年
日
記

の
あ

る
こ

と
既
に
知
ら
れ
る
通
り

で
あ

る
。

『森
鴎
外

「自
紀
材
料
ヒ

全

三
巻

〈
自
筆
覆
刻
版
〉

(昭
和
四
十
四
年
五
月

二

十

五
日
、
森
鴎
外
記
念
会

)
に
よ

っ
て
確
認
す

る
と
、
「明
治
九
年
調
査

」
(パ

ー

レ
ン
付
)及
び

、
欄
外

の
「
○
祖
先

」、
森
家

の
家

系

の
記
述
、
「鼻
祖

」
か
ら
「九

世

」ま

で
の
世
代

を
記

し
た
朱
筆

は
、
鴎
外

自
筆
で
は
な

い
。
こ

の
別
筆

に
つ
い

て
、
長
谷
川
泉
氏
は

「沢
柳
大
五
郎

の
解
説

で

〈後

の
書

入
れ
と
思
は
れ

る
〉
と

あ

る
の
は
、
私
見

に
よ
れ
ば

、
明
治

九
年

に
調
査
・保
存

さ
れ
て

い
た
資
料
が
後

年

に
貼
布

・整
理

さ
れ
た
か
、
ま
た
は
明
治
九
年

に
調

査
さ
れ
て

い
た
記
録
が
遺

存

し
て

い
た
も

の
を
鴎
外
以
外

の
者
が
筆

写
・整
理

し
、
そ
れ
を
貼
布
し
た
も

の

で
あ

ろ
う
」

(『鴎
外

「自
紀
材
料

」
解
説
』
)
と
述

べ
て
い
る
。
明

治
九
年

(
一

八
七

六
年

)
は
、
鴎
外
十

四
歳
で
あ
る
。
別
筆

は
当
然

で
あ
る
が
、
そ
れ

で
は
誰

が
筆
写

し
た
の
か
。
長
谷
川
泉
氏

は
「父
森
靜
男

か
あ

る

い
は
祖

母
清
子
な

い
し

は
峰

子
の
依
頼

に
よ

っ
て
、
郷
里
津
和

野
に
お
け
る
調
査

の
結
果
が
も

た
ら
さ

れ
た
も

の
に
よ
る
と
察

せ
ら
れ
る
」

(『鴎
外

「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
考
』
昭

和

43
年

7
月

5
日
、
明
治
書
院
)
と
記

し
て
い
る
。

う
し
ろ
だ

森
家

一
族
の
塋
域
は
、
覚
皇
山
永
明
寺

(津
和
野
町

後
田

一
〇
七
番
地
)
に

あ
る
。
拝
觀
勝
初
壊
湎
惣
説
明
書
き
を
抜
書
す
る
。

覚
皇
山
永
明
寺

永
明
寺
は
曹
洞
宗
の
禅
寺
で
、
応
永
二
十
七
年

(
一
四
二
〇
)津
和
野
城
主
吉

見
頼
弘
が
創
建
し
た
も
の
で
開
山
は
曹
洞
宗
の
開
祖
道
元
禅
師
の
法
孫
月
因
和

(3
)

尚
で
あ
る
。

爾
来
吉
見
氏
、
坂
崎
氏
、亀
井
氏
と
歴
代
津
和
野
城
主
の
菩
提
寺
と
し
て
栄
え

既
に
五
百
六
十
年
を
経
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
は
石
見
国

一
円
の
禅
寺
を
統
管

し
て
末
寺
七
十
余
を
擁
し
、
又
禅
道
場
と
し
て
も
有
名
で
雲
水
二
百
人
を
越
え
、

寺
領
と
し
て
虹
ケ
谷
村
で
百
石
を
領
し
て
い
た
。

寺
は
度
々
火
難
に
あ
つ
た
が
、
現
在
の
も
の
は
享
保
十
四
年

(
一
七
二
九
)
に

建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
仮
普
請
の
ま
ま
な
が
ら
畳
数
四
百
枚
を
数
え
る

一
大
古

刹
で
あ
る
。
大
き
な
山
門
が
あ
る
が
こ
れ
は
元
殿
町
に
あ

つ
た
町
門
を
移
し
た

も
の
で
、
門
に
掲
げ
た
「覚
皇
山
」
の
額
は
明
の
帰
化
僧
心
越
禅
師
弘
詠
炉
洸
圀

の
師
)
の
揮
毫
で
あ
る
。
…
…
「室
町
初
期
写
李
瀧
齦
様
羅
漢
像
」、
兆

殿
司
の

「涅
槃
像
」
、
岡
野
洞
淵
の
「十
六
羅
漢
像
」、
亀
井
茲
矩
の
守
り
本
尊
だ
つ
た
「大

日
如
来
」
(鎌
倉
末
彫
刻
)、
茲
矩
の
木
像
、
道
元
禅
師
の
真
筆
な
ど
が
あ
る
。

又
境
内
に
は
森
鴎
外
、
坂
崎
出
羽
守
、
中
村
吉
蔵
等
の
墓
も
あ
る
。

寺
方
も
町
の
人
々
も
「よ
う
め
い
じ
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
大
内
青
巒
、
井
上

円
了
、
前
田
慧
雲
監
修
、
堀
由
蔵
編
の
『大
日
本
寺
院
総
覧
』
(大
正
五
年
九
月

二
十
五
日
、
明
治
出
版
社
)
に
は
「
ヨ
ウ
ミ
ョ
ウ
ジ
」
と
あ
る
。
正
式
呼
称
は
「よ

う
み
ょ
う
じ
」
で
あ
る
。

現
在
の
龍
峰
山
恵
日
院
光
明
寺

(津
和
野
町
後
田

一
〇

一
四
番
地
)
に
は
、
旧

恵
日
山
光
明
寺

(永
明
寺
の
坂
下
に
あ
っ
た
が
、
現
在
廃
寺
と
な

っ
で
い
る
。
)

か
ら
引
き
継
い
だ

「過
去
帳
」
四
冊
が
残
さ
れ
て
い
る
。
次
に
示
す
。

一
76

一

寛
文
元
辛
丑
年
ヨ
リ
元
文
五
申
年

マ
デ

.光
明
寺

壹
号

過

去

帳恵
日
山
書
庫

寛
保
元
酉
年
ヨ
リ
安
永
六
酉
年
辿

O

光
明
寺

内

過

去

帳

貳
号光

当
山
廿
世
達
誉
代
写



安
永
七
戌
年
ヨ
リ
弘
化
四
丁
未
辿

θ

光
明
寺

内

過

去

帳

参
号

光

当

山

拾
五
世

禅
誉
代

嘉
永
元
戌
申
年

ヨ
リ

⑳

内

過

去

帳

四
号光

明
寺

恵

浄
誉
代

現
誉
代

光
明
寺

の
山
門

の
扁
額

に
次

の
よ
う

に
記
さ
れ

て
い
る
。

淨
土
宗

光
明
寺

沿
革

旧
三
本
松
城
主
吉
見
正
頼
公
室
少
将
大
宮
姫
は
大
内
義
隆
公
の
女
才
色
兼
備

克
く
名
将
正
頼
公
を
補
け
て
中
興
の
業
を
成
し
信
盛
寺
を
此
の
寺
に
建
立
す

後
亀
井
政
矩
公
因
州
よ
り
移
封
せ
ら
れ
藩
祖
茲
矩
公
の
岳
父
山
中
幸
盛
公
の
菩

提
の
為
鹿
野
城
下
に
建
立
せ
る
幸
盛
寺
を
此
の
城
下
に
建
て
父
祖
の
志
を
継
ぐ

後
又
故
あ
り
て
寛
永
十
二
年
信
盛
寺
と
合
併
す

承
応
二
年
亀
井
氏
三
代
茲

政
公
母
君
光
明
院
殿
信
誉
香
順
大
姉
菩
提
の
為
に
光
明
寺
を
撫
坂
口
に
建
立
せ

ら
る

然
る
に
慶
応
二
年
に
至
り
信
盛
寺
に
合
併
し
て
光
明
寺
と
称
し
こ
こ
に

法
燈
を
継
続
す
る
に
至
れ
り

奉
安
の
御
位
牌

吉
見
正
頼
公
夫
入

山
中
幸
盛
公

全
夫
人

亀
井
茲
矩
公
夫
人
(徳
川
家
康

孫
女
)

亀
井
茲
政
公
夫
人

亀
井
公
歴
公
夫
人

小
野
寺
遠
江
守
夫
人

三
浦
紫
碗

由
緒
の
墓
所

吉
見
正
頼
公
夫
人
墓

浜
崎
屋
市
左
衛
門
翁
墓

(文
化
の
貢
人
と
し
て
名
を
伝
う
約
束
を
重
ん
じ
利

を
薄
く
し
て
売
る
を
以
て
秘
決
と
し
後
進
を
戒
む
風
流
を
解
し
書
画
を
能
く

し
た
り
と
云
う
)

山
崎
注
記
睡
な
お
、
境
内
に
は
新
劇
女
優

「伊
沢
蘭
奢
墓
」
が
あ
る
。

鴎
外
の
祖
父
白
仙
は
参
勤
交
代
の
帰
路
、
.逝
勉

の
土
山
で
客
死
し
た
。
そ
の
土

山
の
瑞
宝
山
湖
東
禅
林
常
明
寺

(滋
賀
県
甲
賀
郡
土
山
町
南
土
山
甲
五
三

一
番

地
)
に
葬
ら
れ
た
。
そ
の
室
清
、
そ
の
娘
、
鴎
外
母
峰
子
も
遺
言
し
て
常
明
寺
の

森
家
の
墓
所
に
墓
石
が
建

っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
常
明
寺
の
「過
去
帳
」
に
は

そ
の
記
載
が
あ
る
。
次
に

「過
去
帳
」
の
表
紙
を
示
す
。

檀
霊
名
簿

自

弘
化
三
年至文久三年

自
明
治
十
九
年至四十弐年新亡法

霊

記自明治十九年
常
明
□至明治四十二年[目凵

(表
紙
破
損
□
、□

)
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明
治
四
拾
参
戌
年
△
⊥
四
拾
五
年
七
月
迫

大
正
元
年
八
月
壱
日
故
△

新

亡

法

霊

記

自

明
治
四
拾
参
年

南
山

至

大
正
五
年

殿
司
寮

(4
)

(
5
)

原
本

に
は
傍

記
は
な

い
。
全
集
編
纂
者
が
享
保
元
年

は

「丙
申
」
な
の
で
、
「自

紀
材
料
」
の

「享
保
元
乙
申
年
」
の
誤
記
を
傍
記
し
て
正
し
た
注
記
で
あ
る
。

「祠
森
ニ
ア
リ
」
の
傍
記
は
朱
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
。
森
家
の
墓
所
は
現
在
永
明
寺
に

あ
り
、

一
族
、
十
九
基
の
墓
石
が
確
認
で
き
る
。
長
谷
川
氏
が

『鴎
外

「ヰ
タ
・セ
ク
ス

ア
リ
ス
」
考
』
で
明
治
十
二
年
七
月
三
十

一
日
付

の
西
寿
雄

(森
家

か
ら
西
家
に
入

っ
た



覚
馬
で
、
時
義
.寿
仙
と
も
称
し
た
。
西
周
の
父
)
か
ら
森
靜
男
宛
書
簡
を
引
用
し
て
い

る
が
、
書
簡
に
よ
れ
ば
、
森
家
の
墓
所
は
旧
光
明
寺

(現
在
廃
寺
)
に
十
六
基
、
本
性
寺

に
三
基
と
分
散
し
て
い
た
。
こ
れ
を

一
箇
所
に
祭
る
こ
と
に
し
た
の
は
鴎
外
で
あ
り
、
そ

の
労
を
取

っ
た
の
は
米
原
綱
善
氏
で
、
実
現
し
た
の
は
大
正
五
年
で
あ
る
。
潤
三
郎
宛
鴎

外
書
簡

(大
正
五
年
五
月
八
日
〉、
米
原
綱
善
宛
鴎
外
書
簡

(大
正
六
年
五
月
末
日
)
が
、

そ
の
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
お
注
意
し
た
い
の
は
、
明
治
十
二
年
時
の
十
九
基

の
墓
石
と
現
在
の
十
九
基

の
墓
石
と
は
中
味
が
違
っ
て
い
る
。
現
在
は
鴎
外
、
父
靜
男
、

祖
父
白
仙
の
こ
基
の
内

一
基
、
祖
母
清
、
愚
峰
子
の
五
基
と
森
家
の
そ
れ
と
は
違
う
可
能

性
の
あ
る

一
基
と
計
六
墓
石
が
、
明
治
十
二
年
時
よ
り
増
加
し
て
い
る
。
(注
7
)で
述
べ

る
森
家
関
係
者
の

一
基
と
相
殺
し
て
も
、
森
家
の
墓
石
は
五
基
が
不
明
で
あ
る
。
最
近
、

永
明
寺
内
か
ら

一
基
発
見
さ
れ
た
の
で
、
現
在
な
お
四
基
不
明
で
あ
る
。

(6
)

関
良

一
氏
は

「二
松
学
舎
大
学
論
集
」
〈昭
和
四
十

一
年
度
〉
(昭
和
四
十
二
年
三
月
三
・

十

一
日
、
二
松
学
舎
大
学
V
所
載
の

『鴎
外
家
系
考
』
の
中
で
、
明
治
九
年
の
調
査
時
点

か
ら
数
え
て
何
年
前
に
該
当
す
る
か
の
計
数
の
誤
り
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
次
に

掲
げ
る
。

●
森
玄
叔
妻

百
十
九
年
前

(享
保
十
八
年
は

一
七
三
三
年
で
、
足
か
け

一
四
四
年
前
で

あ
る
か
ら
、」
二
五
年
の
狂
い
が
あ
り
、
そ
の
算
定
は
誤
り
で
あ
る
。
)

●
森
周
菴
妻

百
四
十
五
年
前

(享
保
十
六
年
は

一
七
三

一
年
。
満

一
四
五
年
前

で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
足
か
け
の
数

に
よ
る
記
載
方
針
か
ら
見
れ
ば
、
誤
り
に
な
る
。
)

●
森
千
三
郎

百
九
年
前

(明
和
五
年
は

一
七
六
八
年
。
足
か
け
で
正
し
い
。
た
だ
し
、

「明
和
己
丑
」
は
明
和
六
年

で
あ
る
。)

●
森
玄
佐

百
六
年
前

(安
永
五
年
は

一
七
七
六
年
で
足
か
け

一
〇

一
年
前
で
あ
る
か

ら
、
五
年
の
狂
い
が
あ
り
、
誤
り
で
あ
る
。〉

●
森
玄
佐
妾

百
六
年
前

(前
項
と
全
く
同

一
の
誤
り
で
あ
る
。)

●
森
玄
碩

五
十
四
年
前

(天
明
三
年
は

一
七
八
三
年
で
、
足
か
け
九
四
年
前

で
あ
り
、

四
〇
年
の
狂

い
が
あ
り
、
誤
り
で
あ
る
。
「九
」
と
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を

「五
」
と
誤
り

記
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。)

●
森
貞
吉

二
十
五
年
前

(嘉
永
四
年
は

一
八
五

一
年
で
、
満
二
五
年
前
で
あ
り
、
当
初

の
記
載
方
針
か
ら
見
れ
ば
、
誤
り
に
な
る
。
)

(7
)
.

こ
の
墓
石
の
み
見
了
山
本
性
寺

(津
和
野
町
大
字
森
村

一
三
二
五
番
地
)
に
あ
る
。
本

性
寺
の
案
内
板
の
説
明
書
を
次
に
記
す
。

津
和
野
町
大
字
森
村
に
あ
る
。
見
了
山
と
号
す
。
元
因
幡
国

(鳥
取
県
)
鹿
野
に
あ

っ

た
も
の
を
元
和
三
年
藩
主
亀
井
政
矩
が
此

の
地

に
移
し
た
。

中
興
開
山
は
日
遍
上
人

で
あ
る
。
本
尊
祖
師
日
蓮
上
人
の
木
像
は
藩
祖
亀
井
茲
矩
公
の
侍
臣
、
鳥
屋
権
右
衛
門
に

(
8
)

(
9
)

(
10
)

(
11
)

(12
)

(
13
)

よ
つ
て
刻
ま
れ
た
。
こ
れ
は
永
明
寺
御
霊
屋

に
納
め
ら
れ
た
茲
矩
公
像
の
余
材
で
作
ら

れ
た
と
伝
え
る
。

山
門
は
旧
藩
校
養
老
館

の
通
用
門

で
あ
る
。

本
堂

の
須
弥
壇
は
乙

女
峠
の
元
光
琳
寺
の
も
の
で
あ
る
と
伝
え
る
。

本
寺
は
亀
井
氏
二
百
五
十
五
年
間
歴

代
城
主
に
厚
遇
を
う
け
藩
士
名
族
の
檀
家
寺
で
あ

つ
た
だ
け

に
境
内
に
は
数
多
く
の
名

士
の
墓
碑
が
あ
る
。

偉
人
傑
士
の
墳
墓

石
河
官
左
衛
門
鼎
光

(弓
術
家
三
十
三
間
堂
通
矢
)

清
水
訥
斎

(藩
校
養
老
館
教
授
儒

学
者
)

吉
木
蘭
斎

(蘭
学
者
)

市
川
困
斎

・
復
斎

(儒
学
者
)

岩
手
盛
雄

(兵
学
者
)

「村
田
美
実

(儒
学
者
森
鴎
外
の
師
)

佐
々
布
杏
洞

(儒
学
者
)

岡
野
家

(藩
お
抱
絵
師
V.初
代
岡
野
洞
淵
益
清
、
二
代
清
雲
祐
常
、
三
代
洞
山
美
高
、
四
、

代
洞
山
陳
盖
、
小
野
寺
遠
江
守
義
道

(元
出
羽
国
仙
北

〈秋
田
県
〉
横
手
城
主
配
流
)

平
川
国
右
衛
門

(佃
江
戸
家
老
)

加
藤
道
女

(大
国
降
正
の
姉
)

鷲
峰
日
龍
上

人

(当
山
十
八
世
住
職
)

久
米
家
墓

(久
米
平
内
先
祖
)

「覚
馬
「
」
は
朱
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
。
・

「八
代
目
」
及
び

「高
亮
」
は
朱
筆
。

「墓
」、
「九
代
」、
「嫡
」、
「貞
吉
「
三
才
」
は
、
朱
筆
で
記
さ
れ
て
い
る
。

「義
禅
玄
忠
信
士

土
山
常
栄
寺
法
名
」
は
朱
筆
で
記
さ
れ
て
お
り
、
法
名
の
「静
遊
院

義
誉
白
仙
居
士
」
と
は
別
筆
で
あ
る
つ
「常
栄
寺
」
は

「常
明
寺
」
の
誤
記
で
あ
る
。

こ
の
墓
石
は
土
山
の
常
明
寺

に
建
立
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
二
十
八
年

(
」
九
五
三
年
)

鴎
外
三
十
三
回
忌
法
要
の
折
、
津
和
野
町
長
の
強
い
要
請

に
よ
っ
て
墓
石
の
み
が
移
さ

れ
た
。
於
清
、
峰
の
墓
石
も
そ
の
折
津
和
野
の
永
明
寺
に
同
時
に
移
さ
れ
た
。
「森
白
仙

綱
浄
墓
」
に
は
白
仙
の
遺
髪
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

私
の
閲
覧
し
た

「過
去
帳
」
に
は
、
十
月
廿
六
日
と
十

一
月
十
四
日
の
間
に

「義
禅
玄

忠
信
士
」
と
記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
没
年
月
日
も
状
況
説
明
も
な

い
。
し
か
し
、
鴎
外
は

小
倉
在
勤
中
、
上
京
の
折
常
明
寺
を
訪
れ
白
仙
を
祭

っ
て
い
る
。
「小
倉
日
記
」
の
明
治

三
十
三
年
三
月
二
日
の
條
を
次
に
抜
書
す
る
。

就

い
て
過
去
帳
を
見
ん
こ
と
を
求
む
。
駅
人
過
去
帳
と
他
所
人
過
去
帳
と
あ
り
。
後
者

中
万
延
二
年
辛
酉
十

一
月
七
日
卒
義
禅
玄
忠
信
士
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
傍
に
註
し
て
曰

く
。
石
州
津
和
野
家
中
森
白
仙
。
中
町
井
筒
屋
金
左
衛
門
に
て
病
死
。
医
師
有
岡
左
休
。

請
人
同
臣
斉
藤
茂
兵
衛
、
城
易
太
郎
。
北
本
陣
奥
證
と
あ
り
。
是
吾
王
父
な
り
。
墓
あ
り

や
否
や
を
問

へ
ば
、
答

へ
て
曰
く
。
門
前
よ
り

一
町
許
、
田
圃
尽
き
て
、
将
に
河
岸
に
下

ら
ん
と
す
る
処
に
、
古
塋
域
あ
り
。
…
幸
に
し
て
荊
棘
の
間
に
存
ず
。
表
に
は
題
し
て
森

白
仙
源
綱
浄
墓
と
日
ふ
。
右
に
文
久
元
辛
酉
歳
十

」
月
七
日
卒
、
左

に
石
州
津
和
野
医
官

嗣
子
森
静
泰
立
石
と
彫
り
た
り
。

「
78一



(14
)

(
15
)

(
16
)

三
日
の
記
述
に
「午
時
旅
店
を
出
で

》
常
明
寺
に
至
る
。
僧
固
道
迎

へ
て
本
堂
に
至
り
、

先
づ
霊
位
信
士
の
二
字
を
改
め
て
居
士
と
な
す
を
告
げ
、
衆
僧
と
誦
経
供
養
す
」
と
あ

る
。現

在
士
山
に
は

「森
白
仙
終
焉
の
地

井
筒
屋
跡
」
の
石
碑
が
建
ち
、
説
明
板
が
建

っ

て
い
る
。
鴎
外
が
宿
泊
し
た
平
野
屋
は
現
在
な
く
、
「土
山
宿

旅
籠

平
野
屋
」
の
石

碑
が
建

っ
て
い
る
。

従
来
享
年
に
つ
い
て
は
、
生
没

〔文
政
二
年

(
㎜
八

一
九
年
)
七
月
七
日
生

〈戸
籍
上
〉、

明
治
三
十
九
年

(
一
九
〇
六
年
)
七
月
十
二
日
没
〕
の
関
係
か
ら

「八
十
七
歳
」
と
し
て

き
た
。
戸
籍
上
の
記
載
が
絶
対
で
は
な
い
時
代
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鴎
外
父
静
男
は
戸
籍

上
は
天
保
七
年

(
一
八
三
六
年
)
六
月
四
日
」
生
ま
れ
と
な
っ
て
い
る
が
、
鴎
外
自
筆
の

父
静
男

の
改
名
覚
え
書
き
に
は
、
「国
防
国
佐
波
郡
/
吉
次
平
左
衛
門
紀
実
行
、
後
常

之
/
四
男
/
吉
五
郎
、
後
良
作
、
静
泰
、/
静
男
/
天
保
六
年
未
閏
七
月
二
十
日
生
」
と

あ
る
。
明
治
初
期
の
戸
籍
よ
り
は
、
む
し
ろ

「過
去
帳
」
の
方
が
信
憑
性
が
高
い
。
し
か

も
、
明
治
三
十
九
年
十

一
月
二
十
六
日
、
祖
母
の
遺
骨
を
持

っ
て
峰
子
、
潤
三
郎
、
於
菟

の
三
名
が
訪
れ
て
い
る
。
ま
ず
誤
り
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
断
定
に
躊
躇

す
る
の
は
、
「過
去
帳
」
の
記
載
が
十

二
月
五
日
と
十
二
月
十

一
日
の
問
に
記
載
さ
れ
て

い
る
点
と
、
千
駄
木
町
の
番
地
の
誤
記
が
気
に
か
か
る
。
そ
れ
故
に
並
記
し
て
お
く
。

津
和
野
郷
土
館
所
蔵
の
「鴎
外
自
筆
文
反
古
帳
」
(潤
三
郎
氏
所
蔵
、
寄
贈
)
に
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

俊
徳
院
静
山
紹
泰
居
士
廿
七
回
忌

安
養
院
南
山
壽
昌
大
姉
十
七
回
忌

硯
山
院
峯
霊
谿
水
大
姉
七
回
忌

こ
の

「森
静
男
之
墓
」
(落
合
直
文
筆
)
と

「森
林
太
郎
墓
」

(中
村
不
折
書
)
は
、
黄

檗
宗
霊
泉
山
禅
林
寺

(東
京
都
三
鷹
市
下
連
雀
四
-

一
八
ー
二
〇
〉
の
森
家
の
塋
域
に
あ

る
。
の
ち
、
津
和
野
の
曹
洞
宗

の
覚
皇
山
永
明
寺
に
分
骨
、
建
立
さ
れ
た
。
禅
林
寺
の
「森

静
男
之
墓
」
の
左
側
面
に

「明
治
二
十
九
年
四
月
四
日
歿
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
。

鸚
外

の
法
名

に
つ
い
て
、
森
潤
三
郎
氏
は
、
そ
の
著

『鴎
外
森
林
太
郎
』
・(昭
和
十
七
年

四
月
十
日
、
丸
井
書
店
、
七
月
三
十
日

〈再
版
〉
森
北
書
店
〉
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

法
名
は
弘
福
寺
住
職
日
向
義
角
師

に
よ
り
文
林
院
殿
鴎
外
仁
賢
大
居
士
と
附
け
ら

れ
た
が
、
浜
野
知
三
郎
氏
か
ら
仁
賢
は
帝
諡
に
あ
る
か
ら
避
く
べ
し
と
の
意
見
が
出

で
、
遺

談
し
、
桂
氏
は

さ
い
だ

い

こ

じ

一
、
貞

献
院
殿
文
穆
思
斉
大
居
士

二
、
温
克
院
殿
毅
文
恒
達
大
居
士

三
、
麗
正
院
殿
健
順
観
頤
大
居
士

の
三
つ
を
撰
出
し
、
そ
の
第

一
が
採
用
さ
れ
た
。

つ
て
確
め
た
。

こ
の
事
は
入
沢
達
吉
博
士
の
談
に
よ

〈附
記
V

」

森
家
の
「過
去
帳
」
を
印
字
す
る
こ
と
を
お
許
し
下
さ
っ
た
森
家
十
六
世
、
鴎
外
玄
孫
森
眞

章
氏
に
深
謝
い
た
し
ま
す
。

二

「過
去
帳
」
「墓
石
」
の
調
査
に
関
し
、
島
根
県
鹿
足
郡
津
和
野
町
の
龍
峰
山
恵
日
院
光
明

寺
方
丈
藤
原
弘
成
氏
、
覚
皇
山
永
明
寺
方
丈
萩
野
克
忠
氏
、
見
了
山
本
性
寺
方
丈
領
家
啓
師

氏
、
滋
賀
県
甲
賀
郡
土
山
町
の
瑞
宝
山
湖
東
禅
林
常
明
寺

の
坊
守
塩
沢
節
子
氏
、
現
方
丈
の
見

岳
諄
哲
氏

に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

三

津
和
野
町
の
森
家
塋
域
関
係
三
寺
の
調
査
に
同
行
し
、
便
宜
を
図

っ
て
下
さ

ワ
た
津
和
野

町
教
育
委
員
会
の
広
石
修
氏
、
山
岡
浩
二
氏
、
北
浦
弘
人
氏
に
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。
調
査

の
過
程
で
祖
先
系
譜
の
従
来
の
〈六
世
玄
碩
、
七
世
玄
叔
〉
の
系
譜
順
に
疑
問
を
呈
し
た
の
は

広
石
修
氏
で
あ
る
。
お
互
い
に
個
別
に
考
察
を
進
め
た
結
果
、
同

一
の
結
論
に
達
し
た
。
広
石

氏
の
疑
問
が
本
稿
執
筆
の
動
機
で
あ
り
、
広
石
修
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

四

本
稿
執
筆

に
あ
た
り
、
津
和
野
町
郷
土
館
、
文
京
区
立
鴎
外
記
念
本
郷
図
書
館

の
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。

五

本
稿
は
平
成
四
年
度
国
内
留
学

(留
学
先
、
早
稲
田
大
学
)
の
研
究
報
告
で
あ
る
。
研
究
、

調
査
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ

っ
た
跡
見
学
園
当
局
並
び
に
、
早
稲
田
大
学
で
の
指
導
教
授
、

紅
野
敏
郎
先
生
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

(
一
九
九
二
年

一
一
月
二
六
日
稿
了
)
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